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Ⅰ　土地所有関係の構造
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ウツタノレ・プラデシ州（｜早速合外｜〉のみならず，イン

ド各州、｜の土地改革についてはすでに数多くの調査，研究

の成果が発表されており，その効果に！喝して否定的な評

価が定まってきているとL、えよう u

この小論は，ウツタノレ・ゾフヂシ+Iiにおける土地改革

を不徹底ならしめた社会・経済的諮雲間を一部なりとも

明らがにするための一つの試みであるつウッタル・プラ

デシ州においては， 1946年8月8日に州立法議会におい

て「ザミーンダーリー廃止決議jが採択され，土地改革

実施への第一歩が踏み出された。その決議にしたがい，

1946年10月にザミーンダーリー廃止のための諸方策に関

して州政府に勧告することを任務とする委員会（United

Provinces Zamindari Abolition Committee）が任命さ

れた。同委員会は約2年を費やして，連合州の地租制度，

土地所有および小作制度に再思する資料を収集し，また各

界に意見を徴し， 1948年8片にその報告書を公にした。

それにもとづいて， 49年7月に G・B・ パントを首相と

する州会議派政府はザミーンダーリー廃止および土地改

革法案（ZamindariAbolition and Land Reforms Bill) 

在州立法議会に上程した。同法案は1951年 1月18日に州

議会を通過成立し， 1月24日にインド連邦共和国大統領

の承認を得たが，ザミーンダールによって起こされた同

法に対する違憲訴訟のために，実施はおくらされた。 51

午7月18llに憲法の第1次修正がインド中央議会におい

亡なされ，ウッタル・プラデシチHザミーンダーリー廃止

および土地改革法は52年7月 1日を期して実施された。

この小論は，土地改革以前，特に1930年代前後の土地

所有の構造と小作関係を分析することによ。て，農村社

会における諸階層，諸集団の聞の諸関係を明らかにしよ

うと試みるものである。 1929年の世界経済大恐慌は植民

地 fンドに甚大な影響をおよぼした。農産物価格の暴落

はインドの農民層を破滅に追v、やり，／ト｛十料不払い，地租

納入品：t否運動が自然発生的に起とってきた。他方第1次

伎界大戦中に成長し，戦後tこu、っそう強同になってきた

fレドの民族産業ブルジョアジーは，産業の保護育成政

策の実施を求めて，イギリス植民地政府との対立を強め

つつあった。民族独立運動がブノレジ盟アジーのみならず，

機民感をも組織して展開されるようになるのは， 1930年

以降であり，本論において1930年代前後を中心としてウ

ッタル・プラデシチト｜の土地所有構造と小作関係を分析し

よろと試みるのは，まさにこの時期に顕在化してきた対

立，抗争の諾局面，諸矛盾が独立後の土地改革の方向，内

作を決定する重要な背景となったと考えるからである。

資料としては， 30年ごとに実施されていた地租査定報

告書（RevenueSettlement Reports）に主として依拠した

が，それを補足するために19世紀末から1948年までの研

究書，雑誌論文等を利用した。資料的制約により，主と

して社会的，制度的側面から分析を進めることにする。

I 土地所有関係の構造

I 土地所有の諸形態一一「ザミーンダールJの社

会的系言語

連合州（UnitedProvine田 ofAgra and Oudh）にお

ける土地所有関係に関する資料としてもっとも包括的な

ものは， 1948年に発表された連合州ザミーンダーリー廃
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（注〕 原地図は T.R Metcalf, The Aftermath of Revolt, Princeton, 1964, p. 135より借用。

止委員会（United Provinces Zamindari Abolitio口

Committee）の報告畜に収録されているものであろう。

それによると， 1945/46年に現在のウッ守 Jいプヲデシ州

を構成する連合州には， 201万6783人の「ザミ一ンダ一

／レ」カ！', 、た 0乙だしこの数字はア／レモラ（Alm, a），ガ

76 

ルワ－－ Jレ（Garhwal）の諸ヂィストリクトおよびナイニ

．タル（NainiTai）のうちの丘陵地方（HillPattis) 

を除くものである入これは土地を耕作する者または占

有する者の総数1227万8289人の16.6%であった。

ここで「ザミーングールj としうのは，政府によって
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7ノ、－）レ（Mahal－一地租賦課区域）に査定，賦課された

J也租の徴収‘納入に関L，政府に対し個別（｛）かっ連帯的

責任を負ゥているもののことで，イギリス植民地政府の

地租当局の分類にしたがえば，次のような緒形態のマハ

ールの所有者一を含むものであ v》たc

(1) ターノレクダーリー（Taluqdari)

1859年にイギリス機民地政府によって賦』子されたサナ

ード（Sanacl）によって，！日領地に対する所有線を認めじ

れ， 1869年のアウド地所主主（OudhEstates Act）によっ

て最終的にその身分を保証された 276名の者およびその

子孫、の地所ポ主で， J也に1857～59午のセポ fの反乱iと際

し，イギリス東インド会社Iと協力して，反乱の鎮庄に当

たったシーケ（Sikh）の軍人に賞与Aされた地所が若干あ

った。

(2) ザミーングーリー（Z醐 indari)

タールクグーリー以外の私的所有地の総称として用い

られており、

（イ）例入所有（Zamindari-khalis主たは Single

zamindari ), 

帥数人による所有地のう防割合同所有切amindari←

mushtarkaまたほ Jointzamindarりがある。

(3) パッティグーリー（Pattidari)

（イ）相続訟に主 主づき，初先伝来の分数約持分

(ancぐstralfr乳ctionalshares）に応ヒて分割さ it

ている数人の持分権者たちによる所有（Perfect

pattirlari）。

（ロ） トーを同じであるが，ー郊の土地を現在：もなおーよ

分割のまま保有している数人の所有者たちによる

所有（Imperfectpattida品。

(4) パーイヤチャーラー（Bhaiyachara) 

（イ） 祖先伝来の西日分方法によらず，特殊な均等分割

1王法にもとづ〈持分をもっ一回の男同所有者た%

による所有（Perfectbl吋 yachara）っ現在でtまとめ

用語は，規則的方法によらず，事実上の占拠にも

とづいて分割保有されている，または当初の持分

が消滅してしまったか．あるいは認定できなU、ほ

ど変更されてしまった村々をも意味するようにな

っている。

（ロ） 上の不完全な形態のもの〆註1¥

「ザミーングールJといわれる者は，以上のような諸

形態の地所（マハーyレ〉の所有者で，社会的系譜からみ

れば，アワードのナワープのもとで貢租の徴収，納入に

当たり，しだいに地方の小封建領主に化Lつつあっ／乞J

料竺竺竺＝ャ

ージプト（ターク／レ〉出身のタールクダール，地租徴収

請負人となった商人＝高利貸，地方の有力者，東インド

会社のインド人騒人等，農耕ヵーストの土地共同相続団

体（Co-parcenarybody）成員などを含むものであった。

特定地域の「ザ、ミーンダーノレJの社会的構成は，その

地域のイギリス統治前の土地所有関係とイギリス統治下

に実泌された地租政策によって基本的には規定されてお

り，さらにイギリス支配下において'f＿じた社会，経済の

諸変化の影響によって若干変わってきており，地域ごと

に奥なる特徴をもっo 大雑把にいって，主として，土地

共同相続団体告とlit租の査定，賦課の相手打としたIWTー

グヲー州（現たの行政区分ではメーラト（Meerut），ア

ーグラー（Agra），アラーハーバード（Allahabad），口ヒ

ル力ンド（Rohilkhand），ジャーンジー（Jhansi），ヴァ

ー弓ーナシー（Varanasi），ゴラクプル（Gorakhpur）の

諸ディヴィジョンを含む〉では，ザミーンダール，パッ

ティダール，パーイヤチャーラーが多く，セポイの反乱

後の fギリス植民地政府の地租政策の14:更によっ亡IFl封

建領主層の領地が安堵せしめられたアワード州（現在の

ラヲトウくLucknow），ファイザーバード（Faizahad）雨

ディヴィジョン）ではタールケダールが圧倒的に大きな

比重をもっていたほ2）。

所有形態号！！の所有地面積の統計は， 30年ごとに行なわ

れてし、た地租宣定額の改訂作業の結果として，各ディス

トリク卜については集計されているが，査定年度がディ

ストリクトに上り異なるために，全州に隠してまとめら

れた数字は得られない。したがってことでは，！日アーグ

ラー州のマトゥラー（Mathura）ディストリクトと旧ア

ワード州のラーイパレーリー（RaiBareli）ディストリク

トの資料を，比較しうる形にして例示するにとどめる（第

1, 2表参照）。ここで特にすトゥラーとラーイパレーリ

ーを選んだ理由は行論の過程で明らかになるはずである

が，一言前もっ亡ことわっておくと，比較のためにはメ

ーラト・ディストリクトのほうが適当であると恩われる

が，同ディストリクトの査定報告書にはカースト別の詳

細な統計が収録されていなかったので， 7 トウラーを代

わりに取り上げた。

マトゥラーの場合には，パーイヤチャーラー形態のマ

ノ、ールの面積が所有地総面積の41%を占めていた。パッ

ティダーリー形態の面積と合計して，総面積の61%にな

り，しかもいずれの場合にも不在地主より在村地主のほ

ろが多く，また持分権者 l人当たりの平均面積は10エー

カー前後で， I＇｛；井口：地主 Jの多いことを示してヤる。
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〔出所〕 Final Settlement Report of the Mattra District, United Provinces, by H. A. Lane, Settlement 

Oj声cer,1921・25,Allahabad, 192fi, p. llA, Appendix VIII (A）より算出。
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これに対しラーイバレーリーの場合にはタールクダー

リー形態のマノ、－，レの函討が全1本の56.4%，ザミーング

ーリー形態のものと合すると実に約80%をrf，め口、る。

持分権者 1人当たりの面積もクールクダーリ←・ 7ノ、ー

ノレでは 599エーカー，単独ザミーンダーリー・ 7 ハール

では288エーカ｝であり，不在の大規模寄生地主が優勢z

であったととを示しているc

旧アーグラー州のメー弓ト・ディストリケトでは，

78 

1936年かち1939年にかけての調査によると，パッティダ

ーリー・マハールが全体の18%，パーイヤチャーラ－－

fハールが52%舎占め，持分権者I人当たり平均面積は

前名の場合に7.？，エーカー，後者の場合に4エーカーで

あった（注3）。

旧アワード州のファイザーバード・ディストリクトで

は， Jr,1じころの議査によると，タールクダーリー・マハ

ーノレは所有地総面積の66%を占め，タールクダーリー持
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分権者1人当たりの平均面積は約1万9400エーカーにお

よんでν？とn 市独ザミーシグーリー・ ＂＂＜，，，ールは8%を

占め，持分権者 1人当たりの平問所有地面擦は91エーカ

ーであったc パッティグ－ 1）ー・マハールEパ－｛ ヤチ

ャーラー・マハ－，レは合わせて総面積の8%を占めるに

すぎず，その持分権者1人当たりの平均荷積は 4.7エー

カーでか〆すだ性4＼ラ々 ナウ・ディスト円ノフト？？主，

1926～28竿のを定時に，守ールケグーリー・ 7 ハールは

全体の19.7%'t"，持分権者1人当たりの平均面積は約450

エーカー，単独ザミーングーリーは21.4%，約250エー

カー，合間ザミーシグーリーは20.4%.36:r.…カー，パ

ッティグーリーは29.8%で、 17エーカー，パーイヤチャ

ーラ－J士わずか2マハールで， F存分権者1人当t：りの耳石

積は29工ーカーであった（陀5）。とのようにタールクグー

リ一地租査定地域でも，ヂィストリケトによりかなり撃

がある力士概Lて大規模たものが多かっ売去い土上号。

下ド7ーデ（LowerDoah) .！＇.呼ばれるアラーハーパー

ド・ディヴ fジョンおよびロヒルカンド・ラffヴィジョ

ンではザミーンダーリーィハールが圧{fl問に多かった。

たとえば， 191世紀末の資料による左イターワー・ディス

トリクト（Etawaめではマハール総数1813の弓 t-,1321, 

すなわち約Tl%，カーンブのル（Kanpur）ではfi0%、ファ

テハプノレ（Fatehpuのでは 2145マハ－，レのうち1555，す

なわち72%がザミーングーリー・マハールであった。ロ

ヒルカンドにおけるザミーングーリー・ 7ハールの割合

はパレー IJ」 (Bareilly）・ヂ fストリクトで総数::l326""7
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ノ、ールのうτ，2(ill，すなわ'I;,75%，ピジノウル（Bijnor) バレーリーのものを掲げておく（第 3, 4表参照）。

では 79.3%，ムラーダーパード（Moradabad）では5分 マトウラーではジャート（Jat）が所有地総面積の24.6%

の4，シヤ｝ハジャハーンフりレ（Shahjahanpur）では70% を占めて，第1位，ついでプラーマン（Brahman）の22%,

であった／円ーの，.，，ヴァーラー十シー・ヂィヴィゾョンでは タークル（Thakur）の13%の！頃で，とれらにグァイシャ

ザミーング』4 リー永代査定が施行され，地租納入契約は (Vaisha），ムスリム（Musalm組），カーヤスタ（Kayasth)

「単一地主，すなわちザ乙ーングールとなされ，けっして を合わせると， 6カーストで全体の74%を占めているこ

村の持分権者団体（abody of village sharers）とはなさ とになる。

れなかった……永代査定を受けた諸ディストリクトは， これに対しラーイパレーリーではタークfレが単独で総

1795年に査定された地租が改訂されることがないという 雨積の66%を所有Lていた。ついでムスリム10弘，プラ

一点を除き，一般の諸ディストリクトと交わるところが 』－－－－，ン6%の顕であった。

ない」｛也7）といわれているように，ザミーンダーリー・ メーラトの場合にはジャートが総街積の24.7，ムスリ

マハールが多かった。 ムが15.2，ヴァイシャが14.7，ヒンドゥ・ターガー（Hindu

2. 「ザミーンダールjのカースト構成 Taga）が 11.8，ヒンドゥ・ラージプト（HinduRajput) 

次に土地所有者たる「ザ、ーシダールjがどのような が7.5，ヒンドゥ・グージヤル（HinduGujar）が6.0，ブ

ヵーストの出身者であるかをみ上う。査定報住吉には， ラ←7 ンが4.7%の阪で所有していた（ii:8）。

各ディストリクトについてカースト別の所有地面積を示 プランドシヤハルでは1920年代に所有地総面積の

す統計が含まれているが，ここではマトゥラーとラーイ 16.2%をジャートが， 14.8%をムスリム・ラージプト

79 
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(R九jputMusalman）が， nれらを I:Lドゥ・ラージプ

ト（RajputHindu）が， 10.4%をヴァイシャが， 6.7%を

ブラ｝マンがそれぞれ所有していた喰9）。

これに対し，アワード州のファイザーパー Fでは，所

有地総面積に対する各カーストの所有前積の割合は，ダ

ーケ 11"44，ブラーマン23，ムスリム22、むーヤスタ2.3,

ヴrイレノャ 2%であり（住11）、 手ヴナヴではムスリムが第

1 (."i:で：l0.6%，ついでターク rレ28行， プラーマン12.4,

カーヤスタ5.2，ヴァイシャ；， 1，カトリ－ (Khattri) 4. 2% 

の111巨であった（性11）。

各ディストリクトの人口のカースト構成は，当該ディ

ストリクトにおける種族および氏族の移住，定着，征服，

支配の歴史によって異なっている。 1901年センサスの結

果にしたがって，ディストリクトの総人［1に占める割台

の大きいカーストから順にあげると，マトゥラーではチ

ヤマ← fレ（Chamar)15.8, ブラ」－.： 〆 l:'i.2，ジャート

t:, 2、ムスリム10.l，ラ－ c プト8.8，パアー（llania罰）

80 

5.8%であり（注12），メーラトではチャマール14.5，ジャー

ト11.9，プラーマン7.8，ラーゾプト5.1，パニアー3.8,

グージャル3.7，ターガ2.7，ムスリム 2.3%であった

怖 13）。全体として，旧アーグラー州の商都すなわち上ド

fーブ（UpperDoab）と呼ばれて」、る．ガンガー河とジ

ャムナ－Mとに挟まれた， 1ヒはすハランプル（S必aran-

pur）カ＇（，rti：は了一グラーに至る地域では，総人口に対す

る；1illf，ではヂャマール，ジャート、ブラーマンヲラージ

ブ），＇パ ιアーが大きく，これらのうちで土地所有カー

ストとしてもっとも有力なのはジャートであり，続いて

タークル（ラージプト〉，ブラーマン，パニアー，ムスリ

ムらも相当大きな比重を占めていたことは，すでに見た

とおりである。これに対し，人口のもっとも多いチャマ

←ルはi：地所有からほとんど完全に排除されていた。

他行アり」ド列、lでは，アヒール（Ahir），パーシ（P田 i),

千ヤヴ－JVが人口数では多いが，アヒールの若干の例外

を巨h、ては、かれちはほとんど全而的に土地所有から排

除きれ口、た1 そして人口数の割合ではそれほ！！大きく

ないタークル，ムスリム，プラーマンに土地所有が集中

していた。ディストリクトの総人口に占めるカースト別

人口の割合は，ラーイバレーリーでは第1イ立がアヒール

で12.5%，ついでパーシ10.4，プラーすン10.1，チャマ

-1c9.5、ムスリム8.7%の瀬で，所有地総面積の66%を

占めるケーケノレは6.5%にすぎなかった （/lもけらまたファ

fザーパー I＇ではチャマール 14.l，ブラー7 ン13.5，ア

ヒール12.2，ムスザム11.1，クルミ（Kurmi)6.1%の績

で，十地所有において44%を占めるターケルは5冒5%で

あった（住15＼ラクナウではアワードのナワーピーの所在

地であったために，ムスリムがもゆとも多く20.3%であ

り，続いてパーシ10.6，アヒール9.7，チャマール9目4,

ログー（Lodha)7.2，プラーマン5.8, ラ｝ジプト（タ

ークノレ〕 3.8，クルミ2.8%の）I頂であq た（住16）。

7ワードの東のゴラクプル，ゥ・ァーラーナシー，南の

アラーハーバード諸ディヴィジョンにおいても，土地所

有力：人「IJ:tでは相対的に小さい割台を占めるにすぎない

ゲーケ Iv，プラーマンに集中しており，人口数の多いチ

ヤマー1レはほとんどすぺて土地無しの状態にあった。州、！

の東部で主要な農耕カーストであるクルミは，アワード

のアヒールと同じく，若干の土地を所有していることが

あった（注17）。

以上から，全州、！を総括して，土地所有が主としてター

ケノL，プラーγ ン，ついでヴァイシャ，ムスリムの諸カ

」け、にJt<¥1Lており，農耕カーストとし、j予れるアヒー
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第 5表 人口数によ Z/J I トj順位（19:ll'I ) 

点ホ陥人口にII ,, ｜総人口に
カーストグ事｜ II - ?; I 

引 い片める%11 " ｜占める%
Chamar I 12. 12 II Teli I 2. 03 
Brahrr山， I 9.18! Kori I 1.86 
Ahi, I 7.8GI Nai , 1.83 
Rajput I 7 .57; Jat I 1.63 
Kurmi I 3.54: Dhobi : 1.59 
Shaikh I 3.2111 Kumhar I 1.57 
Pasi I 2 .94 II Kachhi I 1.41 
Vaisha I 2.5411 Murao I 1.29 
Kahar i 2.33'.I Barhai I 1.19 
Loclh ! 2.zz! Lahar I 1.19 
Pathιan I 2.21: Kewat I 1.11 
Ga山：iy:i ! 2.0ιBhangi I 1. 01 
Ju¥aha 1 2.0:,11 I 

］~二二百｜ーんり
（注〉 P.／、 1 48,408,482コ沖原表のま f。

（出所） Cl'n叫 S ザ、 India,19.Jl, Vol. 18, Part 1, 

United I'rnvinces ofへμ了aand Oudh, pp. 619～ 

620. 

ル，クルミ，ロダ一等あるいは不可触民といわれるパー

シ，チャ 7-J~等が，それら各々の人口数に比 1ーではき

わめてわず方々に，またはいとんど取るに足り f山、上地所

有しか享えしていなかった心とは明らかである。例外は

上ドアーブで，ことではジャ］トが特に有力であり，デ

ィストリクトによっては最大の土地所有カーストになっ

ていた。

1931年七〆ザスによる述削十！の総人口のノケースト構成

は第5表のとおりである。これら諸カーストの中で土地

所有カーストとして有力なものを合わせて，総人口に占

める割合は20～25%であろ

これら主要な土地所有力ーストの中で， j';,l, 4表か

ら明らかなように，ヴァイ Lャはタークル，ムスリム，

ジャートあるいはプラーマンと呉なり，本来の土地所有

カーストではなく，特にイギリス支配下において19世紀

中葉からヲ インド農村に商品・貨幣経済が浸浸して祉、く

過程で発注した農産物取引，高利貸付によ J ぺ， 上地所

有カースト農民層から土地を収奪し，集積Lてきたもの

であった。 「ヴァイシャはどのタフシールでも所有地を

増加したが，それは井として金貸によるものである。…

…大半日間人と高利貸で， ＇，1｝金をする農耕カースト地主

の小規＋誌な不動産を担保に抵当貸しをしたり， nい取っ

たりすることに資本を投じたものである」性的。ブラー

マンについてもある程度同じことがいえる。例をあげる

と，メーラトでは「ブラーマンの少なからぬ部分が金貸

を副業仁し口、る』（注1到。ラクナウでは「ムスリムおよ

びタークルが前回の査定以来かなり土地を失い，がれら

に代わって金貸業手？のラストーギー（Rastogis）とカシ

ミーリー・ブラーマン（KashmiriBrahman）が土地を得

た」 (1£20)0 ファイザーバードでも「ブラーマンとヴァイ

シャは前回の査定以来その立場を改tir-した。かれらは金

貨をやり，ときには小作入に種子を貸L付けて現物利子

25% (Sawai）をとる」／注21）。

ブラーマンがどの程度金貸をしていたかは明らかでな

いが，ヴァイシャはほとんどすべて商人兼高利貸であや

たとみられる。そのヴァイシャが土地所有に占める比返

が，アワードの諸デ rストリクトにおりるよりも，開店15

のメーラト，ブランドシャハル，マトゥラ一等において

大きいのは， ドアーブ地域がすでにムガル時代から地

租の金納が実施されていたほどの経済的先進地帯であ

り， イギリス支両日下にはいってからも，インディコ、に始

まり，綿花，小ぅ！，：＇！宇インドの輸/Jlf型産物の特産地であっ

たことかちして当然のことといえよう。商品経済の浸透

のお〈れた東部においては，商人カーストの土地所有に

内める比重が比較的小さかった。 「とれら農業者 f向カ

ースト・ヒンドゥ）の士地は仲間のパッティダーノレまたは

'1J裕な小作人の二Fに移ることはあ J B たが，非農耕諸階級

はとのタフシール（パスティ〉では強固でないj。このよ

うに地域的にかなり楚があったが，連合州全体として，

20快紀初頭に， 上級tミ業カーストが，チャマ－Jレ，ムラ

オ（Murao），クルミベ平にとって代わられ，さらに後者が

非操業金貸カーストによって土地を収奪されて，土地無

しプロレタリアートに転化されていく傾向が認められて

いた。 1921年から1931年までの10年間に所有の移転した

土地の総面積の60'.>i，がfill:権者たる非農業者の手中に波っ

たものと推定されてし、た（注泊。

3. 「ザミーンダール」の規模別分布

これまで述べてきたように，土地所有の形態，出身カ

ース七社会的系市左いった視点から，種々のグループ

が認められる「ザミーンダールJ201万6783人の続検出

分布に衡する資料としては，イギリス柏民地政府の｝也租

政策，農業政策のあり方をあからさまに示すーっの事例

といえようが，所有地規模別もしくは所有耕地規棋別の

統，－;1-は利用できず，納入地租額規模日！！のデータが依；！さ

れどL、るだけである。連合升！の地税額は土地の賃貸価格

（小作料〕を主要項目とし，それに石材その他の鉱物，

野生マンゴ一等の自然産物の価格換算額を加えた粗資産

額から，不耕作地主の場合には地租徴収の手数料を，自

作地主の場合にはーサ主＇／；＇ I］合（15～30%〕の経費を控除し

てFiられた純資産額（net描 sets）の一定割合（注2il）とし

81 
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z

L

しつ引っ一

1
2
h
ι
ι
5
川

ゴ

て認されてL‘るので， u自の優劣に応ヒてrト｛乍料が異な

るのにし たが ＇－c,lji_/,'(jT,汚点、立たりのf巴航官民が異な－，て

いたのは主然のことであるが，平均してみれば納入地平ll

額規模が所有地広決規模にほぼki応してし‘たといえよ弓

（第 G表参照〕 C,

第β去からn}Jらかなように， int丹：納入地脱税＇.：： 51レヒー

以下の「ザミー／ゲー／L.-jは人数では「ヂミ」ンダ－－ ｝レi

総数の84自＇！＜， を占めてL、るが，納入1也秘額のさ：Jfrではわ

ずかに 148＇；~を占めていたにすぎないυ1945/46 Ifの緋

J白lエーカ－＂ 1／こりのすと.11-J.l也穏官民は J.91l-t:' .-1.rt.2.1. εぁ
,tこので，納入地組額25ルビー以下というのは『十1r11.M

i也悦慌では約1:Jエー力一未満とみるととができる〉この

ような零細「斗三一J ノ／ール」が人数の点ぞは全体の

84 8＇.＇。であり， 吉井J也jぞ［［日干t/（！〕J幻王、15°らをJiJrおして」、fこと

いえよう J 納人地m在日＇.：：50／レピー以下，すなわ t:;fJr:{T上！＼

j也札十1/iではがJl:lOコーカー未満となると，「ザミーングー

82 

／レj総数の98.5%を占めていたのに対L，全体で42%の

u也を所有してし、たにすぎなかった。 「：nJ人はf也租と

1てお（）ルビー以上を納入する者で， 1353Fasli (1945/ 

46年〉に州のj也秘要求総額邸10万ルピーのうち3940万ル

ピ←を納めてし、た。桟りの2自70万ルピーはお（）ルピー以

ドを納入する者によー〉て納められてL、たi 連合州におけ

る地釈は土地の誌と価額に課されてし、るじ Lたが， 3て，わ

ずか 1_49•；らの大地主がi二地のほぼ 57,77'X，を所有してお

り，他方大多数である98.51%のノト地主は才）ずか42.23%

の i肢を所有してヤるにすぎない》 u也氏族のエリート

と呼ばれるにふ3わLい、地租を5000ルピー以上納入す

る地iの数はさムト二興味深し、。その数は全州で804人をみE

えず，州政府にi也1むをl且60万ルピー納入してし、るが，そ

れは州に納入される地和総額の約27%である r，このよろ

に， 2附余万人のj也ヒグ〉弓九品04人が，JHの←l:liliの5分の I

なし、 L4分の lをrJr1干してし、るこ正になる。かれらはザ

＇，－〆グール総数のわずかに 004%，そLて,J,i、i総入Iiσ ） 

0.0014°らを f'

」一 1)・－）彪i上委u会の報古書に述べ，，れてし、る。

すごにけ出所作形態をみた際に触れておL〆、たように，

大［ザ；－＞ノグールjは稀族および氏族の移動，定着，

fギリスrim段以前の凶家統治機構との結びつき， イギリ

ス植民地政府の｝也秘政策とレりような諾要因の絡みf；－，、

により， Ill（り←ド小Hにおし‘て支配的であ.'t.こが，その

程度をみたのが第7去である fディストリケト加の詳紛i

につレては付表 2参照Jo

この表かムnn九かなように，！日アワード州のラクナウ，

7 ァイザーパードfJ,fデ fヴィジョンでは少数の巨大「ザ

ミーンゲーノL.-Jに士地所有が集中していたn ディストリ

ケト＼j'Jにみると，集中率のも－，とも高いのはノξハラ －｛

f・ (Bahraich）で，実にわずか14人の巨大「ザミーンゲ

与ルjがディストリケト全体の納入地租額の85%を納め

てしたη すなわ九耕地総i面積の回%を集中してし、たとャ

えよう。 7-,fザーパード・デ fストリクトでは耕地総

而秘の71りらが巨大［ザミーンダールJ28人に，ケーリー

uくh，、ri）では70%が17人に，ラ －｛ パLーリー，ゴ－＞

γー（（ ,onda），プヌタープ/J、ル（Prataμル汀h）ではほほ

ほ｝～70。らが20～1ο人に当主中していたっ

これに対L, Illアーグラ一川では，ベナーレス務上

(Raja of I弘nares）の一族が広大な領地を所t干してレfニ

ヴァ 壬ーナシー・ディストリクト，その｛也アラーハー

パード，エター（Etah）等若干のディストリクトを除し、

て， iz大「サ、ミーン夕、ール」の比王立はそれほど大きくな
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(IJ J可） lむ’／＇οrtof UP7AC, Vol. 2勺 7ーケ iごもと／）三幻u:っ

か－，t-..特にジャートのパ－－ ｛ヤチャー弓ー形態の村落

の支配（（JtJ:！」弓ト・ゴ fヴ fジョン，なかんずくメー

弓トとム ，rソ＇／ -r ノレナザルグ， j,l~ヂ f スト！！？トでl主主JtJ也

規模でし‘えii］（）工ーカ」 f1,r1をに勺たる，｝也千日；守n2sルピ－

rJ.下問が耕地所有におL、でかな町大きたIt雨空：,t，めてい

たこ土はfl)j九力、である｝全 fこじャ← Lシー・ょ戸ィヴィジ、

7 ンは木井、J ，、一二ヲーシ：うに庁；＜ ll「，hるご7 （ドヤト

ワー I）一村J存が支配的 Cあ jた止のを、 fこ1りて東イン

ド会社が地肌徴収、そのf也の行政 Lの便宜元弘「y-If'ミーン

グ－ 11ー形態ま允はバ－｛ γ千ャーラ 形態の地秘査定

::I.' L fこところ一円あ門司 ぜ）と j，と大「→ドミーンゲーJI,Jの

けが強くなか Jfニ（，のと思われる＇ i/.261。づうケプソレ・ヂ

｛＇プィゴ J > i. ,j、「ザ iーンゲールjのけ也rJrfTに占め

る比重力、；大きいことが注IIされるぐ以上 3ディヴィジョ

ンに共通Lて認め「Jれるtろ一つの特徴は地粍桜25ルピ

一以上 250ルビー以干のう九「ザミーンゲ・－ •I, Jの耕地

所打にお＇.、て占めろ比 mが大きL、ことである。このこと

はう次にみる「耕作地uとの関連でtマflさわねばなム

な十点でふる 1

4. 耕作地主と不耕作地主

主ご今re'I士， 「件ミ－午ゲール iを耕作地4と不耕｛t'’

f也二＼－とに分けてみよう t ここで耕作J~ゴ今と L 、うのは，地

itJ：日ムツj’働力を投入して， 11fl LてL、る円だけでなく，

庁「用’＇.ij倒jを刑レ C, i'I「y; t正Hを1/K;1干に、＇1たるか，あるL、

ft&ili~を通じて 11:a妾的に経’討を行なうような梓全も含め

たL；；ャ芯味で用L、る。｝也二i「耕作；j也」とみたされるシー

ル（Sir；おにぴ .7 I力－－＞ト（Khudkasht)U1：つ・nのi伝ft!

ms表 '/ ノレ・グドカーシト l面積

1899/1900 
1926/1927 
19:15/1936 
1943/1944 
1945/1946 

（単位： 1似｝（）エーカー）

l一一！ア， xi E '(;E 川保イI地 i JII 保1iJ也 保 1 j但

而iぢ； J~； 1r1ifil 面絞 i空而！！｝ I“積有；1i1i予
I 'J }O' i> J n u J 〆0

6 , o:m 22. 2 1 , 1201 12. 21 7 , 1 so 19. 7 
5,7!!0 20.2 1,1401 11.6 6,930 18 0 
6,200 21. l l ,J:-lO 11.4 7,330 1告7
6 ,48:J 22. fl 1 , 132 11 . 3. 7,615 19. 0 
6,4% 21.9 1、D2 11.'.! 7‘628 19.1 

（山Tli) Rt’port of UPZAC, Vol. 2, pp. 90～91. 

i土第8夫のとおりである。

Iiiアーグラ－fHにおいては保有地総而磁の約22%, Ill 

アワード州では11%で， i品j)刊の相違が明らかである。こ

れは！日アーグラ一川においてはパーイヤチャーラー形態

およびパッティダーリー形態の土地共同キll絞団体に属す

る在村の耕作地主！冨が多く， IllアワードチIIにおU、ては少

数の大規模な不夜寄生地主が支配的であったととに対応

するものである。

「ザミーングールj総数20175678:l人のうちシールおよ

びクドカーシトを所有Lない「ザミーングールjは11万

民7:.J:3人で，総数のわずか5.9%にすぎなかった。残りの

I的万同日）人の「ザミーングールjはシールおよびクド

カーシトを所有してャたが，その所有されているシール

およびクドカーシト続模別の「ヂミーングールj数， m
{Tffii干ti，又，J、｛乍に出されているtfii綴とその主1Jfr,1千［三分
「ザミ、ングーノvJ 1人当たりのシールおよびクドカー

シト平均面積金みたのが第9表であり，納入地租傾規

83 
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第9表規模別シール・グ 1カ ノ l11'1i積と叉貸稲積

(1945/46年）

J；二1 1シール・lシ ノ＼oリ I；，又解｜ザミー
ノレの所｜ザミーン｜ ｜ ｜ ｜ ｜ンダー
有するl ｜クドカーI• !'J i: I I ｜ノレ 1人
ジー川 ｜ ｜唱＿ . .,I l(5)/(3)J当たり
・クド｜ ｜シト面積I" 〆 I ／且－＼ I ｜平均前i
カーシ｜ダーノレ数｜， ．｜ト総制 lカーII ｜積
ト箇積｜ ｜／エ－＼ I I I (%) l/:x.-¥ 

（一）I I kヵー／聞の%1 I I＼ヵー／カー i I I I I I 
11 ! I (2) I (a) i (41 I 15) I (6) J !!J 

5じlトIL579,365l2,767,152I38 821 :-i96, 9品8114.351 1. 75 
5～101 189, 22711,288,4.2叫18.081170,7141 13.251 6.81 
HJ～251 96, 90311,402,24制 19671 19,1, 9021 13. 901 14 .47 
25～ろOl 23,482l 764,362l 10.72l l:!7,0叫 16.701 32.55 
50～HiO/ 6,7461 450,5211 6 :321 84ヲ775118. 82/ 66. 78 
IUD～m1 1,9211 280,084/ 3.931 60,9831 21.1引145.80
250以上l 4061 174,5071 2.451 50，刷 39.0割426.82

--;-11；…0!1 ,12Ll00l100. 0…ムs1＼…｜元
(i'.l) 11万8733人のザミー γ ダーノレはシーノレ・クド

カーシトを所有していなL、。

(II: iJr〕 W.C. Neale, Economic Change in Rural 

India, p. 218. （原資料.Ref,o,t of UPZAC, Vol. 
2、p.4) 

第10表納入地租額lえ：）！］；－；. ，，・ケド力一シト

面積と又貸面積

寸 寸一一つ一一寸一一一「丁一
納入地｜ザミー｜シーノレ・｜シー川又貸間積！又貸率ザミー

I I I I I b ダー
租綴 ｜ ｜クドヵイ•. !'J引 ｜ い1人

ンダー｜ I"' _ ・" l(5l/(3ll "'jたり
lシト面劇 μ ーν ！／且－＼ I 同均凶；

( ~- c:・ ) I 1 , ¥ : ・ 制1i ＼カーiI i戸 、／｜ノレ数 I ／エ－＼. ’ ！ （%） 上一 、
I ＇ヵー／ i存1 % I r;; _J 

(22 I (3) I /4）川 I(6) I (7) 

川二JFil，邸，3ぉ15,899,10cis2 . 77問、8541此 30: 3.17 
250～川I 14,2381 229,408 3.22 45,2651 19.731 16.11 
300～350: 6,3321156,204, 2.19, 31，の27120.001 24.67 
350～500, 6,410j 186,7551 2.621 39,757i 21.291 29.13 
500～ I I I I I I 

問。I 1,646i 255,5591 3.591 60,49s；お.67133.42 

1,000～I I I I I 
I 4,213 238,6021 3.351 64,166 26.891 56.63 

5,000[ 1 I I I 
5,000～I I I I I 

I 430 51,1851 o.72i 14,976 29.26119.o:i 
10,000 I I I I I I 
10 .000 I I I I I ' 

I 456 110,48'.t l.5ci 45、5'.18'41. 22 245. 52 
lJ仁 I ! I I 

,, I ]1.89摘。t,127,3001100.00J1.086.08仰ooI3.76 

(/1'.1芳〉 W.C. N田 le,op. cit., p. 219. （原資料：

Rφort of UPZAC, Vol. 2, p. ,,.) 

模別に同じことをみたのが第10表である。シールおよび

クドカーシトを所有する「ザミーンダーノレ」総数のうち

84 

9'.l%が10エーカ一以下のシールおよびケドカーシトを所

ffするもので，又貸し（注28）の率も不Jl4%で，大半が「耕

作地主！であるととを示しているの文句しのネは「ザミ

ーンダールJの規模が大きくなるにつれて大きくなって

いる。 「小規模ザミーンダールはその経済的立場をシー

ルおよびクドカーシトの耕作に依存している。かれは本

来的に耕作者であって，地代取得者ではないJ（性29）。この

ような耕作地主と不耕作地主との比率がどれくらいであ

.. fてかにつし、ては信頼できる数字がないη19'.ll年センサ

スに上れtf，テフリー・ガルワール漆E同（Tehri-Garh-

wal Stak）およびクマオン（Kuma内n）を除く連合州の

地主絵数l土127万5596人で，そのう hわけはT耕作地主

2';,Jj開 36人すなわち総数の20.2札耕作地 tf:1101万5596

人で 79.8%であった（注30）。 1945/46年には第9表から明

らかなように，シールおよびクドカーシト総面積のろち

15.2%が又小作に出されており，とれにシール・クドカ

ーシトを所有していない「ザミーングールJの割合5.9%

を加える！：：， 21.1%になり，これに見合うだけのほぼ間

半の不i賞作地主がいたものとみてよかろう、耕作地主を

フG耕作i也｝ての比E容の地域的偏差に大よその見当をつける

ために作成したのが第11表である。第（8）隠は上地保有者

総数に占める「ザミーンダ－JvJ数の会1]A-であり，努（9)

欄は保有地総面積に占めるシールおよびクドカーシト面

積の割合，第(16）欄は、ンールお上ぴクドカーシト総面積の

ろち文小作にl甘されていない部分の割合で，これが地主

耕作の程度を示す。最後に第帥欄が保有地総面積に対す

る叉小作に出されていないシールおよびクドカーシト面

積の割合で，地主耕作地の割合を示すものである（ディ

てトリケト5]1］の数字については付表1参照L

:tずシールおよびクドカーシト而積の割合の大きい地

域からみると，第uとメーヲト・ヂィヴィジョンであり

地主耕作の率も他のどのヂィヴィジョンよりも高い。と

れはすでに触れたように，パーイヤチャーラーの土地所

有形態をとるゾャートの存在によるものであるJメーヲ

トば自身の土地を耕作する小所有者（pettyproprietors) 

のディストリクトであるの ・リゾャートの聞には大地主

は少ないのかれらの勢カは多数の共同体を形成している

効勉な，キ；干キに耐える小規模農民（smallfarmns）にあ

るけかれムは自身の土地を耕作L，全般的に，裕福では

tn・、にしても，安楽な状態にある。経済的に図った場合

にはかれらは相互に融資し合う1(IUI)。

作ついで地主耕作の率の高いのはジャーンシー，ゴラク

プル・ディヴィジョンである。ジャーンシーの場合には
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すでに言及しておヤたように，イギリス統治以前におU、

ては，マハ」弓ーシトラ』こ広く存在していたうイーヤト

ワーリ－WIの：＇1営農民層がて十日、であった地域でキ3杓，当

然のことといえよう。ゴラクプル・ディヴィジョンの場

合には，保有者総数に対するザミーンダ－；レ数の割合に

比して，第側欄の地主耕作地準の大きいことが目立つ。

とれは耕11rn, l層が主としてタークル，ブ斗－－－ －＇＞であ

り，隷属（r'J状態にある不可制!I(( i：として fγ ～ノレ）の

労働力に依存ナる大経営が多かったことを示すものであ

ろう。たとえばパスティー・ディストリク卜では，｜（土

地の〕 80°ot'、JI：が高カー λ ｜、．ヒンドゥによ r 令て所有さ

れているかれらは裂の本民同に触れること ｛，，'.Jil Cある

とみなしており，かれらのシールおよびクド刀←シトの

耕作をノリレワーハの手にゆだねている」（佐川（ハルワー

ノ、については後述）。

ロヒIレカン l、1 アラ－／－－－，C:ード丙ディヴ f〆ヨンで

は「ザミーンケ－，レ」数も比較的少なし地l務作地の

割合も相対的に小さヤことは，この地域においてザミー

ンダーリー・マハールが多く，中規模の地主が支配的で

あったことを表わすものと考えられる。

！日アワード！刊においてl，「ザミーンダールj数の割合

が小さく、またンール・クドカーシトの面積の似合も，

地主耕作の準も低く，すでに指摘したように，この地域

では寄生的大地主が優勢であづたことに対応している。

ちなみにシール・クド｝； ーシトの所有規模別に地主耕

作の割合を上ドアーブ，アけ－ F，東部からそれぞれ3

ディスト I_Iケトずつ選んで，比較したのがな，121＜：である。

アワード州、｜のラクナウ，ラーイバレーリー，ファイザ

ーノξードいずれにおし、ても，シール・クドカーシトを所

有する「ザ、ミーンダーノレ」が絶対的に少ないだけでな

く，その中で耕作地主屑がまた少ないことは地主耕作ご率

の（／~I, ことから明んかである。アワードの「ザ、ミーン夕、

ーノレ」の寄生性が箸しかったことは…目瞭然であろう。

5. 自作地主と手作地主一一ハJレワーハ一一

ところで，今まで耕作地主と一括してきたものの中に

；むにメーラト，パスティーのf:11］にj品、て引用したよう

に，実際の農作業の遂行をもっぱら取肘労働に依存する

タークル，ブラーマン，カーヤスタ，グァイシャの高カ

ース卜耕作地主と，ジャート，グージャノレ等のような家

扶労俄を主体とするい併農民j畜とが区日りされなければな

らなν。両者を区別するために， lJil｛；を手作地主，住者

をr':Ii地主と呼ぶことにする。

タークル（ラージプト〉農民のもとでは「仕事の大部

分がチャマール労働者によってなされる。血統正しいラ

←ジプトは撃に触れると綴れる。 ー支は井戸から水を

I及んだり，その他の家事をする食中を必要とするの彼女

は purdahを守り，したがって外へ出かけたり，野良で

働いたりすることができなU、」岨33）と描かれてヤるよう

に，一般に高カースト成員は次のような慣習的規制を受

ける。

川女性の隔離（purdah）。

(2) 型に角虫れることができない。

(3) 低カースト成長との肉体的接触の禁止。

との結果，高カースト農民は家扶労働カを農作業に投

入することができず， q，カースト， j)I；カースト農民ーより

はるかに多くの原Hi労働に依存せざるをえない位制。

常雇労働（permanentlabour）に対する需要は，大規

模農場保有者の場合を除いて，高カースト・ヒンドゥが

8ラ
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ご一、／ーノレ・｜地主耕作｜ ｜ザミー｜シール.r地主耕作1 1ザミ－：シーノレ・｜地主耕作｜
7イ 、 担ドカー ｜地主 、I ＂ドカ ω ｜ ｜地主i ｜クドカー｜ ｜ 地 主スト V；，ト l l面積｜ ［ l面積l I I ｜函積｜

｜；ダ一シト国積， _ ¥"I ン夕一｜
I , ）；川字｜ノレ数 I （二二） I lカ一J：主｝｝｛

Mee一t I 6,566 川沼.！ 85,18持I 'H 8! 1,173! :l7 ,:,041 お，1751 94 21 湖 I19,5691 1s，鰯何4
Muza任arnagar 1 4,4291 59,8371 56,8651 95.01 722, 21,7651 20,4271 94.0I 124! 7,9451 7,484 94.2 
Mathura 1 3,1911 45,2871 42,612' 94.01 6071 18,283! 16,263 89.o: 961 5,693j 4,981 87.8 

Lucknow : 4781 7，剖61 ~.5吋 64.0I 凶！ 4,0町 2,0同 51.71 181 1,0241 561 56.0 
Rae Bareli I 331' 5,2391 3,2:¥9' 61 .71 871 :1,1881 1,986' 62.21 43[ 2、9201 1,328 45.4 
Faizabad I 567 7パi55I 5,615 1:14: 1141 5 rn31 4 051 1s.つ＇ 56; :¥,4861 2,238 64.0 

｜！！「＼；｜ ’ “I I I Basti I 4.975. 65 1081 59,3λリ 91.01 1.1321 :Iι，b:lり 33,12:.{ 93.2! 5911 40,185! 36,731 91.:'i 
Gorakh，町 I5:402 67，ゎ551 62:54'-J，山.411:241[ 41,473! 37,70:{ 90.8: 4491 29,078 26,300, 90.6 
Deoria 13,4631 49,6901 46,3081 93.2[ 7471 24,48:3 21,876j 89判明此8901 12:2均一88.2

一一 一 1 100～ 250 品ーヵ－ I 250 .:c. ーカ…以上
I = 、 シーノし・クにl地主耕作 I ~＂、 シール・夕刊地 L耕作

ディス .) トI; I主 力一シト irU,(U1; 積 地 ゴi片打率II二二金ノーシト面積 1(1f 積地主桝本
｜ 〈エーカ ) ( 仁ーカー） I （エーカー）（ユーカー）

Meerut I 56 I 6,9S:l I 6,4回｜山.I I 4 I 1,2伍 1,078 I 85.1 
Muzaffarnagar I 19 I 2,868 I 2,724 I 82.4 I - I 一｜一｜
Mathura I 22 I 2,258 I 1,800 I 79.9 I 6 I 1,616 I 1,595 ! 98.8 

Lucknow I 5 I 845 I 370 i 43.8 I 
Rae Bareli I 31 5,2811 2,251 I 42.7 I 
Faizabad I 25 4,65:! 3,034 ' 65.1 I 

I :!9 15.285 j 12.652 I 83.0 
38 i 12,402 , 10,209 I 82.2 

I 46 I 12,957 I 12,506 I 96.5 

（出所〉 Report of UPZAC, Vol. 2 1こ与えら jLごし、る数字をもとに算出。

1 404 
Ll 6,188 
12 3,729 

:l4,436 日＇LO
21,068 87.4 
8,080 84.6 

製を動カ込すことはかれらの尊厳をそこなし、，ぷ教に抵触

するものであるとするヒンドゥ社会のカースト制度によ

ってのみ維持されていると， Agarwalは指摘してし、る

ほ35）。このような高カースト ff乍地主層の労働需要を満

たしその民業経営を補完するのが，カースト沿lj人口数

ではもっと f》多いが，土地所有がらは完全に排除されて

いた低カースト，なかんずくチャマールであった。季節

雇，年腫あるいは常雇となっている低カースト成員は，

ハルワーハ (Ilarwaha），パーヶーティア（13hatatia), 7 

ヒンダール（）fahindar), 7カカル（Naukar). メランテ

86 

ィ（Melanti），マズー／レ（M沼 oor）などと地域tこより異

なる名称で呼ばれていたが（注36），一般にはハリー（Hali),

ハルノξティ（Halpati）あるいはハルワーハ（Halwaha）と

総称されている。

19:31年のセンサスによれば，チャマールの就業者数は

S07)i5307入であったが，そのうち70.1%にあたる：355万7

8938人が農業に従事していた。しかしそのうちで小作人

となっているものはきわめて少なし小作権の安定して

し心占有小作人（Occupancytenant）および法定小作人

βtatutory tenant）になっているものは5%を越えず，
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非占有小作人（Non-occupancytenant）の割合も15%に い」また「ブラーマンは自分の土地を耕作している注意

満たなか〆｝たむ残り 80＇｝もはたんなるハルワーハであった 深ヤ，骨身を惜しまず働く小規模所有者であるj（註42）。

（注問。ハルワーノ、は雇主の土地を雇主のtけ＼仇その また東部におし、ても，カ｝スト規制が弱まっていく傾

他の農機具、留子，肥料を用L、亡隷村乍するものであり， rt,1が認められる地域があった。それは杭民地体総下での

ハルワーハ l人につき 1台の鍛で耕作しうる面積，約25 工業発展のおくれによってもたらされた，農業部門にお

～30ピーガー（Bi山田 匂 1ビーガーは約0.25エーカー） ける過剰人口の圧力のために生じた，所有地の零細化の

が割り、1－，て r,;/ Lていた。かJl r, 1ま賃金と Lて，その土地 結果であった。 19世紀末から20世紀20年代にかりてイン

の収穫物の－，と割合（7分の l～ 6分の 1＼あるいは年決 ド農村におヤて顕著になってきた耕地の零細化はすでに

めまたは月決めの貨幣賃金を得ていた。また削借りの借 Royal Commission on Agriculture in Indiaによって

金に縛られて，居消奉公をしているような者もし、た（注38）。 注目されていた。「永代権利保有者の保有地の零細化は，

ハノレワーハは 1人につき 1～1.5ビーガーの七地を分け ヒンドゥ合同家族制度が，維持されているところを除け

与えられる二ともあったが，その場合に紋かれは雇主の ば‘主として，不動産はすべての相続人によって通常均

役牛，撃を借りて耕作し，一般の，J作料水準より25～50% 分に梱続されるべきであるとヤうヒンドワおよびそハメ

低い現物小作料を納めるか，あるいは賃金の一部として ダンの聞に一般的な相続法によるものである」（注43）。こ

小作料免除であった（間的。雇主は役牛の使用料としてハ のようにして生じたシーノレ・クドカーシトの零細化は腫

ルワ一円の収穫した作物わわらとモミ毅を取るとともあ 府ヴ7働を用いることを経済的に不可能にし， 「タークル

った（注4,''., ¥ ＇ずれにして七，ノ、ルワーハが履 Lil込ら分け およびブラーマンの大部分はヤまやかれらの高b、地位か

与えられて耕作している仁I也は，雇主の必ヤの玄まに取 らがちてきて，経済的圧力により， 1＆近まで手を触れな

り上げられる性質のものであって，ノリレワーハは占有小 かった型を扱わざるをえなくなゥた」岨44）。しかしこの

作権を取得することができなかった。 ような傾向が連合州全体としてどの程度進行したかを明

1930年代日）迎合州の一村におけるチ γマーノl,(7）状態を んかlこする資料は得られない。 1948/49年に調査Lたが1

Wiser it iわりように猶ャてし、るυ 県を Agarwall土次のように述べてしι。

「各チャマールがその家族ともども 1人のジャジマー 「家族成員による農作業は高カーストによって，かれ

ン (Jajman）に緊縛されている。かれは賃金を受け取る らの社会的立場をおとしめるものであるとみなされてい

けれども，その立場は奴隷に近い。村ではかれは個人と ろυ そのために高カーストの小規模保有者は多くの不利

して認めムれることがたし誰莱のチャマ」ルとして認 往を蒙むってし、る。自ら農作業をしないので，かれらは

められてLIふ私的な家阪弁i,r，以外では，かれの時間と 家紋労働の所得として稼得されるべき，農業所符のかな

サービス，およびかれの息子たちの時間とサービスはか りの部分を失うことになる。またかれらの労働に他に有

れの主人の手中に撮られている。かれの妻もまた，呼び ヰI］な雇用機会は全くない。かれらの農作業も能率的なも

出されればL、つでも，里子良で二F助けをしたり，？または主 のむない。

人の家巳コド、仕事の手伝；，，、をしたりしなければならな 特定の作物栽法および若干の匡I］業，たとえば議菜栽培，

い。パトロンの仕事と手I］益がまず第ーである。もし時間 午乳販売はカッチー（Kachhi）やゴーシー（Ghosie）の

が余れば，かれとかれの息子たちはかれのサービ、スに対 ような低カーストの職業とみなされている。そのような

する支払いとして与えられた小地片で過ご1す。時間また 職業蔑視の偏見は，笈えつつあるとはいうものの，いま

は金を要することはなんであれ，かれはノリロシの許可 だに高カースト農民が追加所得源として採用しない本質

を得ずに，，H陶することも，実施すること ιできないJ 的県出であるJiii 4:i＇。

（注41）。 とれからみても，カースト規制は，過剰人口の圧力に

しかし，閉じ高カースト耕作地主でもドアーブではカ よる所有地の零細化を主因として表えつつあったとはい

ースト悦制がきびしくた〈、白ら耕作する三とが多かつ え，かなり強固に残存していたものと推察される。数量

た。メーラトでは， 「ターガ←とラージプトi土一般に平 的に実証するか法はないが，入iiのカースト構成にもと

均的な耕作百であり，後千千は三こではチMの【I•部および東 九、て推論して，速rt外i全体としては，家族労働を主体

部の諸ディストリクトでラージプトの不利益となってし、 とする自作地主，自作農層はドア｝ブおよび若干である

る，恕に手を触れないというカース卜規制を受けていな がロヒルカンドのジャート，グージャル等，およびきわ
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てわずかであるポアワードおよび東部のアヒ k クル

ミ，ムラオ2争中カーストに限られており，大部分は不可

触民，なかんすzくチャマーノレを主たる労働力とする，タ

ークル，ブラーマン，カーヤスタ，グァイシャの高カー

ストによる｝出土手作型経営であ〉たと考えられる。この

ように低力ースト成員の労働力に依存する民業経営は耕

作地主に限られるものではなく，高カースト成員である

という生得の社会的地位，身分にかかわる，慣習的に承

認されてきた：りースト規制によって支えられてL、たもの

であるゆえに， {iカースト小f1ご人層の間にも広範に行な

われてU‘ナ二三と J主，次節tこおU、てみるとおりでようる。

（注 1〕 B.H. Baden♂owell, The Land Systems 

of British India, London, 1892, Vol. 2, p. 104. 

（注ユ〉 ( 'i＂リス東インドニ？社およびて ji t,. ：~t 示し

た英領 fγ1,:t府によ ξlu {, II Jこおけるi虫卵子t定に関

しては，汚ulekhChandra Gupta, Agra門前tRelations 

and Early British Rule in India : A Case Study 

of Ceded and Conquered Provinces (Uttar Prade-

sh) (18()0～J(:1,33), Bomlx,y, 19fi3. 

Jagdish Rι，j, Mutiny and 1/ritish Land l'alily in 

North India, 1856-68, Bombay, 1965. 

（注 3) Final Settlement Report of the Meerut 

District, b_,, C.H. Crook，九 SettlementOJ/iceパ Alla-

habad, I'.は（1,p. 56. （以l Final Settlement R,'f•ort, 

]¥,1eerut ・ ..て引用〉

（注 4) Final Settlement Report of 丹却bad

District by S. M. Zaidi, Khan Bahadur, Settle-

ガientOp;，ピハ Allahabad, 1942, p. 24. 心L1、 Final 

Settlement Report, F》二ahadとしてヲ1111)

（注5〕 FinalSettlement Report on the Settle-

ment of Land Revenue in the Lucknow District, 

Oudh, 1926-28, by P. B. C. Sharma, Settlement 

Officer, ,¥llahabad, 19::o司 j)‘ 46.（以下 Finalι守ettle-

ment Ref》ort,Lucknow三仁て引用〉

（注6〕 Baden-Powell,op. cit., pp. 115～ 122. 

（注7) Ibid., p. 7. 

（注8〕 FinalSettlement Report, ]Wer'rut, p.13. 

（注 9) R Mukherjc,・, IベwdProblems of India, 

London, l'.l:l:3, p. 2后6.

（注10) Final Settlement Report, Fyzabad, p. 5. 

（注11) Final Settlement Report, Luckno叩，

p.46. 

（注12) I>istrict Gao:cttc,>rs ザ the United 

88 

Provi：河ces（以干.DGUPとして当IJI]) : Mathura, PP. 

106～113に与えられている資料にもとづき算出。

（注13〕 DGUP:Meerut, pp. 88～100. 

（注14) DGUP: Rae BareJi, pp. 59～63. 

（！日5〕 DGUP:Fyzabad, pp. 6:l～64. 

（生16〕 DGUP:laucknoτ:V, pp. 69～75. 

（注17) DGUP: Gorakhpur, Benares, Alla・－

habad等参照。

（注18) Final Settlement Repοrt, Meerut, p. J:L 

R 孔Iukherjec,op. cit., p. 266. 

ふ主19〕 Final Settlement Report, Meerut, p. 14. 

（注20〕 FinalSettlement Rφort, Lucknow, p. 3. 

（注21〕 FinalSettlement Report, Fyzabad, p. 4. 

Hゾノパニアーが農民に種子を貸付けて，6ヵ月後の収終；

ii'iに現物で元利を同取することは述 f.州で広くねなわ

れていた。貸付貨の1.25倍を取り立てるものを Sawai,

1.5倍を取り立てるものを Deorha,2倍を取り立てる

ものを Dugnaと呼んでいた。 Reportof the United 

lうovi河cesProvincial Banking Enquiry Committee, 

Allahabad, 19:30、Vol.2, p. 2:31. （以下 Rφortoj 

VPPBECとして引用〕

(i.l:22) S. Nehru, Caste and Credit in the 

Rural Area, Nt>w York, 1932, p. 15. R. Mukh1crjcP, 

υ•J>. cit., p. 2β7に，；i J!l。Censusof India, 1931, Vol 

18, Part 1, p. 47. 

（注23) U. P. Land Revenue Act, 1929, Section 

63 D.国家の取分準は次のように変化してきていた。

i: 取分率（%）

l 7 9 3 90 
1 8 2 2 83 
1 8 3 3 66 
1 8 5 5 50 
1 8 9 3 49 
1 9 0 3 46 
1 9 1 3 41 
1 9 2 5 38 
1 9 2 9 36 
1 9 3 9 39 
1 9 4 6 39 

＇一一－一一一円一一［一一 崎一一円一一一－－
(Lil所） Rej>ort of the United lケvvincesZa 

mindari Abolition Committee, Vol. 1, p. :{45. 

（以下 Reportof UPZACとLてヲi期〕

（注24〕 Reportof UPZAC, Vol. 2, p. 93. 

（注25) Ibid., Vol. 1, p. 343. 

(d:.26〕 Badn-Powell,op. cit., p. 120. 

〔／127) Sir J, J、ぴ Khudkashtの法的規定に関し
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ずに拙稿「インドU. P. HI 1950 if l:J也改革法につL、

」，『アジア経済』，な・，： 5 'fr 8り、 62～63ベージ。

（（主28) シールおよび C ; .,, 〆 がなんらかのすI

↑占で他人に談波され穴場 （i，その）ii1J 告であった「ポ

ミーンダーノレ」は新しい川市者のもとで 1111珂イ1小「｜人

(Ex幽proprietarytenant）として， a 般シ｝）小「l料率より

25%侭いIll所白小「卜朴水でも》て，か－－，ごかれの所有

していたシーノレおよびクドカ…シトの耕作を総統すろ

と が小作法によっすに ，，：：； ,.i, At • J; '', しf：がヮ ζ シ

，，およびグドカーシ ト（＇， 人： J"1'/1,: = t －，ごは

f't'.，まされない父小作人 よな f二。

U:l:29〕・Reportof the l'I ＇•λ1 C Vol. 1, p. 34:i. 

（注30) Census of India, 19.'IJ, Vol. XVlll, Part 

1, United f'rovinces of Agra and Oudh, Allaha-

bad, 1933, p. 395. 

（注31) Final Settlement Report, AI.出 rut,PP. 

12～13. 

［主32) Report of ［刊＞JU~C. ¥',,I. 2, p. 171ま

一 IJG UP: Gorakhp11 fむJI：し

（注33) Report of L'l'l'l!HC, Vol. 2, p. 218. 

( d:34) E. A. H. l'.lunt, The C、ι1ste：う》ふtem，ヅ

人＇orthe，フzIndia, London, I！仁川， pp岨 263～264 

Report of UPPBEC, Vol. l, pp岨：14～：'lti

(/l35) c;. D. Agarwal，“Agricultural Wages and 

Systems of Payment in the United Provinces”， 

Indian Journal of Agricultural RcmuJ111ics, VりI.

, No. 1, Apr. 1948, pp. 27～：2可

（，主36) S. Misra, ''Agricultural Labour in U. P.", 

Indian Journal of Fnmo山口， v,,J. 28, No. 108, 

lリ17,p. 189. 

（注37) M. Singh, The lh,Pressed Classes, Born-

bay, 1947, pp. 24～25. 

（注38) S. Misra, op. cit. 

S. Chandra，“ Agricultural Wages, Rates of w、ges
and Methods of Payment in Western Districts of 

U口氏dProvin配 S”， IndianJou, 1wf ザ Agricultural

E，οnomics, Vol. 3, :"1υJ, Apr. l'.148, p. 47. 

（注39) S. Misra，υ＞j>. cit.、p.J 11(）.かれは 2～4ピ

erーの土地が与え i t17)/l.'., 咋？的であっととし

-＇.、る。

V目 B.Singh，“Problems of Agricultural Labour", 

Indian Joun叫 lof Agricultural Eeοnomics, Vol. 

:l, No. 2, Sept. 1948, p. 70. 

(i:40) Rψort of UPPBEC, VれL2, p. 183. 

〔!141) W.担 dC. Wiser, Re hind ,Wud Walls, 

!Y.'/0 J.'}(iO, Berkeley, 1963, pp. 11～42. 

(iJ:42) Final Settlement Report, !Mee門d,pμ.14, 

16. 

(/J:43) Re1りortοjthe Royal Commissiυn on 

Agriculture in India, Bombay, 1928, p. 131. 

じ144) j目、malSettlement Rψort, Luckno却， p.4. 

((4:i) G. D. Agarwal，“The Problem of Low 

Incりme-Fι汀mer",Indian Jou, nal ，ヅ Ag1i叫 ltural

l~<D110111ics, Vol. 5, No. 1, Mar. 1950, p. lり2.

H 小作関係

1. 小作権の種類

店主初に土地保有権別の保有権者数および保有地面積に

問する統計をみよう〈第13表参照） o

これら純々の保有権がどのようにして設立されたかに

いてト仁すでに言及したことがあるので汀iペここで

は筒lji.に触れるにとどめる。

J 』 ！＂およびクドカーシトt土地主緋fr）也ぶ排他的な

i好ね｛権が認められているものである。テカーダールまた

は抵当権者ー，氷｛℃保有権所持者，幽定地代率小作人，地

代免除被贈与・者，林地保有者，アーグラー州、｜の菌lj所有者，

アワードナト｜のト級所有者はいずれもその保有地に対し相

続および談渡の権利を享受しており，政府によって定め

心れる iJilli l:;J (Rent）を上級所有Yiたるクールクダール

t fこはすミーンダールに納め， iを ii~が;i｝；によ行て認めら

.-r: /-－・，主主1](iの手数料をその f"Jlilf'U！！＇九段除した残額

円也和と lて政府tこ納めるとU、う形式を左っていたが，

実質的には所有者と変わるところがなかった。とれらは

政府報告書において，擬似所有権（Quasi-proprietary

tenures）とか下級所有権（Inferiorproprietary rights) 

とか呼ばれていた（削7）。これらはイギリス統治前の土地

所有の階層的構造が，イギリスの東インド会社およびそ

び〉｛訟を継いど植民地政府の地租政策によっ亡完全に近代

化主 ;/L f ，インド統治の政治的必要に応じて残存せしめ

られたものであった。

’i、｛＇I：人とみなされるのは，第13去のうちでカタウニ第

I f似こ』記載されている第10項から第16頃までである。カ

タウニ第n部に記載されているのは，カタウニ第 I部に

含められてャる者から土地を借りてu、る者で，又小作人
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第 13漢 土地保有権別保有者数および保有面積（1945/46年）

1保有権者！保有地
カタウニ鈴 1 m: (Part I of Khatauni) I 百 I ~-, 

｜ 保有権者｜面 積｜保有地総
｜人数限 ｜ ｜ I 1総数の%！（エーカー）I面積の%

1. ンーノL 倒的 I I.536,7271 1.1 i ι258,0781 此 3
2. ／） ドカーシト（Khudkasht) ¥ 1.292,227 6.0 ¥ :-i,o96;9o応｜ 7.5 
3. テカーダーノL・題行権百耕作（Thekadars'or mort制伊田’ cultivation)I 1:-35,006 0.6 f 2fi9,383I 0.6 
4.永代保有権所持者（Landheld by permanent tenure-holders) I 831i - I 1,91刻 一
5.回定J世代率小作人（Landheld by品xecl-ratetenants) l 467,92Ii 2.2 ] 710，割引 1.7 

6. サ斗認：｝t~！＝ 巴1fi/oiill；~｛~l焔与者（Grants held r叩 t-freeI 肌 6001 1.5 i 2必，叫 0.6 

7. サービスを理由とする地代免除被附与者（Grantsheld rent-fr何 in I I i ρJ 
lieu of service) I 2此 sa21 1.0 I山，7叫 0.3

8. 林地保有者（Gravト holders) ¥ 1.204,638) 5.6 I 702,029] 1.7 

9 品:J民丸沈~i~:ci~~uh－岬ricぬれ in /¥gra H叶 Under- ｜却し100( 1.2 I的7:0211 1. 7 

計 15,413,5判部.2 !10,081,394¥ 24.4 

10.料別条件寸作人（Te即 ntson special krms in Avadh) 2,569 - f 8,013! 
11. I日所有小作人（Ex-proprietarytenants) ・. 396,183 1.8 ! 821，弼1 2.0 
12. ，，，有，J、作人（Occupancytenants and tenants of 町，tle相 than12 i I i 

I 6,038,361! 28.0 112,432,563 30.1 years) , i - I I 

13.世襲小作人r,H吋 i岡山口白川 ht0ft'dit川 tenan包 W泊ぉpeαal)7,049,7d 32.7 1ln,3叫 5411 39.5 
rig！市） I I V I 

14.非市有小作人（Non-occupancytenants) ¥ 228,5471 1.1 ', 235,433¥ 0.6 
15.地主叶可合伊 lバ前J者伏見cupiersof land without the consent I 2,424，加I11.1 : 1,399,4叫 3.4 

f person ent川edto admit as tenan悩） i I ' I I 
16.刊号！地代被贈与者（Grantsat favorable rates of r('nt) I 3,2771 - ': 10,0311 -

= ・ _--- -~· -=- a~:_- - ＼~~」…35いそ！ふ丙い6
合 tl ¥21,556, 

瓦タウニ引一H部；（PartII一立ha ムi）一 I 一 ｜ 一 ・-

1.永代｛単有権町「持汚の4、｛メ！人（，［、enanlsof permane口ttenure he》Ideτ台JI ms 一 I s14 ｜ 
2. シ一ノレ．夕ドカ一シトのづ、作人（Tenantsof Sir an ζl Kh1』dkasht) 11,186,075 28.8 I l,067,0841 29.2 
3.地代免除，到引i也代率被贈与呂のづ、作人（Tern

宮ran回匝礼n凶1dιrantcesat fav口rahlerates of rent) I I I 

4 噌品守｝；＇~ti~:C~~日f;a~i包平川町S倒 und肝悶tion お2· I 1.1~:1 - I 1,00:-ll 
5.父小作人（Sub-tenants) I 1，印3,71創 38.7 ll,612,2741 44.0 
6.許可そ得力い占守j者（（lccupiげ soi land wi山市tconsent) I l ,154,9( 4! 28.0 I 846,6301 23.l 

一 一 叩一人一一；·14：｛川副二~D 叩？竺31 _!00 
〈注〕 (1）保有権者総数は，土地に対し 1種以上の権誌をもっ人が l度以上算えられているので耕作者数より多いc

凶 PartI of Khatauniに記録さjL亡L、る土地it Part IIに記j設されている土地を含むものである。

r:n土地lこJsrる花益の分類U United Provinces Land Recor《lsManualにもとづくものである。

（出所〕 Report of UPZAC, Vol. 2, pp. 7～8. 

(Sub-tenant）と d 揺して呼付、れているo又，J、fl：人震は小

作法によってなんら保護されていなかったが、小作入居

は小作期間，小作料の決定，追立て，迫立ての際の補償

等について，法によって定められた保譲を受けてU、た。

保護を受けている小作人溜は大別してこつに分けられ

る。 ーつ｝土，イギリス統治以前のインド村落において，

慣行として確立してU、たもので，土地Jt同相続罰体成員

90 

およびそれに属さないが村に長く居住し，耕作すること

によゥて相続のできる占有耕作権を認められていた農民

層の権利を，イギリス植民地政府が地租査定の過程で，

法的に認めたものヴある。！日所有小作権，占有小作権が

それであるロこれらの権利をもっ小作人は小作料を納め

る限り，追い立てられることなく，土地を占有，耕作し，

ft;:今！日襲相続するととができた。小作料の引上げが認め
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られるのは，（1）当該小作人の小作料が類似の条件にある

他の占仔，J什人によってUムわれている 般的，J、作料よ

り低U、二と，！2）保有地内守産物または生；)fけが，j、作人の

努力以外の諸理由によ＇ ' ＇汀円以 lしたこと、お主び｛；分保有

地の面積がill.II量の結果湘加していることがゆ1らかにな，, 

たこと，以kの三つの場合に限られていた。この内'ff小

作権付1(1アーグラ－1・MCはすでに183:-l～4'-lつになされた

第 l;j.：定慨を定におヤて E認められており‘；~－Jハ後1お59＂［＇ー

に発布されたベンガル地代法（Be叩 alRent Act）によ

って，今後12年間同一保有地で耕作を継続する小作人に

も占有権が認められると規定された。［，，］じ権利内若手をも

っ占有ノト作権を享受し，かっす、作料の点で，， ' ＇そう有利

な取扱L、を J受けるのがlllf'/rjj小作人であ r ' f二， 1873年の

北西1+1小作法（North-WesternProvinces Tenancy Act) 

によると，その小作料は任怠小作人の小作料より 1;l,ピ

ーに J ノき -11ンナ，すなj)!c,25%低〈定：hムれることに

なってL、た（＇』8)0 そしと,1，千戸j、作の場合も i[j所有小作の

場合ti支J乞められた，j、fl料［土10年間苦21l':¥ ),lえなL、と

規定されていた。すでに19世紀末におし、て小作人全体に

占める占有小作人の割合は，パダーユーン・ディストリ

クト』こむ＇， ＇て72%，ム弓ー引いノ〈ードtニお＼ ＇て70%, ピ

ジノウルiこむいて57づら， J、けどツブアル十りルにおいて

50%，イダーワーにおいて71%，マインブリーで57%,

フアルツカーバードで64%，カーンプルで62-4%，アラ

ーハーバードで71%に逮していた(/1'49）。全体として， 1[1

アークろ－－－HIでは保有地総1fri授の24%がH巨i によって，

1%か特付制、作人によ J P ご守；）6,5%がr!,h小fr人によっ

て，そして残り 38.5%が訟の保護を受けなUイf:志小作人

によづて保有されてし、た（注目的。

これにけし， IF-Iアワー 1:',J+iC•f主，セポ （ !I> I三百L後，イ

ギリス村d(l也政府はタールクグールとた協しじかれら

に！日領地に対する絶対的所11権を賦与L，少数の村ザミ

ーンダーノレ層を除いて，農民層には占有権を認めなかっ

た。したがってアワード州では任意小作人の保有する小

作地が保有地総面積に占める川合は， 19ttl紀末に78%に

及んでおり，占有小作人はわずか 1%を占めるにすぎな

かった（注51）。 1886年にこの膨大な任意ノト作人の保護が初

めて試みられた。同年のアワード地代法（OudhRent 

Act）によ－て，任意小作人は，契約時に｜司脅したと同

ーのi］イド朴で， 7年間保if？ることをむ，If)＇、れた。また

7年［Jen，］、i'f契約改新の際は，小作料のりIJ＿けIこ限度が

課され，前の小作料の lルピーにつき 1アンナすなわち

6.25%の引上げしか認めないことに定められた。さらに

1921年には岡地代法が修正されて，新たに法定小作権が

自i］殺された。との結果，任意小｛午人は本人の一代期間お

よびその死後は相続人が5年rill，ノト作を継続することが

！認められ，そn，トi1'条件は地主と小{1入との協議によっ

てではなく，そのために特別に任命される官吏によって

JO年ごとに改訂されることになった。小作料の引上限度

lt1＇：討の小作料の： 1分の 11こ制限さIL／こ。この法定小れ俸

は1926年アーがラー小作修正法（AgraTenancy Act）に

よって，同州、｜にも適用されるようになった。小作料の引

上限度はアワードよりノトさく，前の小作料の4分の lに

定められた。また地主に対する譲歩として，占有小作権

1112カ年継続耕れすることによ－ ' －ごぞはなく， i也：｝ーによ

J ，て与えられる｛，のとすると定めわれた。さらにfyて

1939年に制定された連合州小作法（UnitedProvinces 

Tenancy Act）によって， ｜日アーグラーおよびアワード

同ト！日の法定Fト｛下人はすべて， i吐事里小作人として，小作料

γ納める限 IJ' ; j、作権を相続する権利を認められた《 i］、

fr条f'li土以1)il(/) it J:: [nlじく，以内ごとに改訂されること

になり，小作料引上限度は前の小作料の 4分の lとされ

Tこh

以上のような異なる地租査定とその後の小作、立法の展

開によって， IIiアーグラー州と Ir!アワード外iでは法的権

利からみた小作一人構成が異なっていた。すなわち，アワ

ード、州で、は小作格の比較的不安定な小作人層が大部分で、

あったのに対し，アーグラー州、｜では安定した小作権をも

七、小作料0）点でも有利な耳元扱し、を受りる古｛jノj、if人，

II i所有小｛1人肢が大きな比y色合」iめていた（；お14-1七参

照）。

連台州、｜の小作立法の特徴として，上に述べたところか

人、第 liこれ会的系譜を異にする小作権，特le:,1:i1fおよ

び11::l所有小作権と♂般の小作権との問に小作料，その他

係身の小作条件の格差が法的tこ認め.－，れていたこと，第

2に，すべての小作権（又小作を除く〉について1920年

代以降，小作条件の決定が政府によって規制されるよう

になってきてL、たこと，があげられる。

2. 小作人のカースト構成

次に，自作，小作を合わせた， u、わゆる「耕作者J

(Cultivators）のカースト構成に関する資料を，先に土地

所有のカースト構成をみた，マトゥラーとラーイパレ－

IJー・ディストリケトにつU、てみよう〈第15, 16夫参

マトゥラーの場合にっし、てみると，小作地に関しては

ジャートが第 l位で小作地総面積の31,9%を占め，つい
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第 16褒 ヲーイハレー＇，） －・ディストリクトにおけるカース I・ )ilj，保有権別保有地市街（1929司）

（単位：品ーカー）

保有：：； Iシ－，・ lfl所－1I ,'i :ff i)、 定 .JI 決定 ,J fr十翌（5）十＇J ---；，.ト別，JI I 71ースト＼）iii県
クドカー fi111,1m積のFト 保rrn有積地3十 れ地面積II／与ミ

シ1 小作権 小作権 小 作 権 小f’！？脊 (3)+m （作地総間積に 山 7) 有地総面授に
十 対する% ｜対する

・・: スト（1) (2) (4) (5) (6) (8) ' (9）帥

Tlrnkurs 27,32“ 77'.l 4,931 44,076 1丹、113 m ,893 I 14.1 91,219 17.4 
Brahmans 4,995 105 2,102 63,807 11,544 77,558: 16.1 82,553 15.7 
Murais 137 W,680 3,205 26,978 5.6 21 ,11s I 5.2 
Kachhis 85 3,136 252 3,388 0.7 3,523 0.7 

Eurmis 2,627 15 23,266 4.995 28,656 6.0 :n,283 6.0 
Telis 門，'i 3,742 402 4,144 0.8 4,219 0.8 
Lodhs 16 25 I 28,521 3,352 I 31,893 6.日 31,909 6.1 
Chamars 12 13,365 1,559 14,924 3.1 14,936 2.8 

( ;adariy酪 “日 11,133 1,308 12,441 2.5 12,506 2.4 
•\hirs 20日 481 75,132 9、324 R4、937 17.6 日5,145 16.2 
I》，i,is ι】付 今】 :12,097 4,198 '.l(i,297 7.5 1日，353 7.0 

123 I Musalmans 4,982 892 17,855 3,212 22,082 4.6 27,064 5.1 

Vaish 61'1 2 12 342 2,481 0.5 3,093 。.6
1くav田 tha弓 1,314 “てR’μ) 5持6 持2お 内，530 1.再 9,844 l .'l 
I< h ,inzadas 1,784 71 630 2弓395 0.5 4,179 0.8 
その 他 1,779 1 i 259 7,87:: i 57,780 12.0 59,559 11.:, 

46,074 100.0 100.0 

（河〉 カー人ト名IJ1,:,} ）） まま勺

（出所〕 Final Reρnrt nn the Third R，宮ularSettlement nf the Rae narcli Distrir:t, Oudh, 192.9, by A. 

C. Turn円， Allah；山川、 192骨， p 1 l. 

でブラーマンの19.4，ダークルの16.1%で，地主耕作地

たるンール・ワドカーシトを加えると，人口数でl土台わ

せと約37%を山めるこれん：1カー λ ト《耕地 ffii積の

72%を占めている。チャマーノレが小作地の 9.8%を円め

て」、ることが；1目されるが，ジャート，プラーペ＇＞，タ

ーケル，グ－ c ヤノレ等i高力一スト：n上CY中カーけ、耕作

者がU、ずれも安定した小作権である占有および｜日所有小

作権をもって小作地を保有していろのに対し，ヰャマ－

.'v，その他の，1tカースト林作者のJJ,}：.には小H工作が不安

定であることが明らかである。

メーラトの場合には，マトゥラーほど詳細な統計は利

R1できなヤが， 1936～：；9：干の調査に上るカースト日jの耕

地市積をみると，ジャートが30.7，グージγルが］ 1.0, 

ターガーが10.8，ラージプトが10.1，ムスリムが7.8,

Yアーマンが7.l ，アヒールカ~2- 7'＼，の Ii闘であす J た•／1'52\

以上2ディストリク卜の例にすぎないが，先に紹介し

たカースト別土地所有の統計と合わせてみるとー ドアー

フでは土地所有カーストと林作カーストがほi王 致して

νることが［リlらがである。その中でι，特に中力一スト

といわれるジャート，グージャル等の比重の大きいこと

が注目されるつ

つぎに，ラーイバレーリーの場合をみると，土地所有

力一ストであるタークル，ブヲーマンが小作人としても

かなり大乏な割合を，1,/I勺てはいるが，ターケルの場介に

は小作地荷電の割合が所有地面積の割合よりはるかに小

さいことが注告されあr そして，土地所有の聞ではとる

に足りない宍！J合を円lめるにすぎないアヒールカわト作地総

1Illf責の17.6%を占めており，またパーシ，クルミ，ムラ

イもノト作人として重要であることが明らかである。

ラク十ウでも同様で. 1926～28｛］三のf虫干R在定持に， tit

地而積の17.3%をアヒールが占めていた。ついでパーシ

ーが14.5，タークルカ；9.8，ログーが9.2，ブラーマンが

日5，ムスリムが7.8°らのi頂であ》 Y乙。地守耕作地たど、シ

ール・ケドカーシトについてだけみると順序が逆転Lて

タークルが48.1，ムスリムが17.8，ブヲーマンが13.8,

クルミが4.6，ア I二」，1,n,3.7，パーシが01%をそれぞ

れ l~－めてU ナこ（r]'S河，＇。

ファイザーパードにおける， 1937～41年の調査による

カースト別の耕地面債の割合は‘大きいほうがら，ブラ

ーマンの27.7，ターヤルの19.9，クルミの9.0，アヒー

ルの8.6，ムスリムの5.9，チャマールの4.6%のJI頃であ

った（注54）。
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以止のようにアワードでは，もちろんディストリクト

に上り，まん［，，Jーデ 1スト l)'Jトのq1でも地らによっご

その割合が異なるが， i鴎カーストのブラーマン，中カー

ス卜のアヒ ・－！レ，ク cl,.ミ，ローダ等，竺らにjl＼；力ースト

とLわれる yfーシの諸カーストが小作人として大きな＇. Ji!)

合を占めていた。これはすでに前節でみたように，土地

所有力：主と Lてターケ rレの大H色主に(l_;1[1していたことに

対応することである。

東部のゴ弓ケプノL・ディヴ「ジョンでは，紛れカース

トの主体はクルミ，コイリ（Koiri）等で耕作者総数の22%

を山めてい lぞといわれるf注55),

これらν，i）ゆる咋カーストどいわれる耕作カーストに

関する記述は DistrictGazetteers, Settlement Reports 

の引に豊富にλられる｝その氏干を紹介する七まず，

アヒールについては次のようにいわれている。

「7 ヒールは常仁良き， WJ色な耕Wriであるυ かれん

の多くは大規模な保有地を持ち繁栄している」（tl'56)c ま

た‘ 「アヒー／レの大部分は農業に従事しており，農村ti

会の p、ック・ポーンをなし亡L、る。カイiらは優秀な， 'i'l’

身を惜しまず働く耕作者である」（悶7）。

ロダーは「利下作者として，アヒ－Jl,.にほとんどひけをf

とらないJ。ムラオおよびカッチーは耕作者として．最高

に此し，主として説業，高価な［乍物じり栽培；こ，y，し、してし、

る」（住58）。またクルミは西部のジャートと並び称される

ほどのもので， 「農繁期に』土‘クルミは， Darlingがそ

の主 Punja!,Peasantの中で摘いて，，＇ζ》ジャートがまだ

腫っている朝まだきに，野良に出かけていく。かれの裳

も劣らず勤勉？ある r l亮から夜おそくまで，彼£；：は家・11

をしたり，野良で夫を助けたりして，仕事をしている」

｛注sg,

アワードに多い低カーストの農民層ノfーシについては

耕作汗とし亡笥い評価が与えられてし、ず， 「開民IJとして

2～3筆の耕地を保有して，それに加えて日展U、または

カースト職業である村の召使として何ほどかを稼いでい

る かれんの耕｛1'は無頓安てあり， k性にHド円程度公今

ねらhてU、る」（注ω）。

これら中力ース l、，！民力」 λ ト耕作打の問Ltよ，農業

経営を通じ，また高利貸を兼ねたりして， j：地を取得し

経常を拡大する層が認められて＇，、た。方 eれらは絡福にんー

ると尚カーストの生活慣行を検倣することが多かった。

「繁栄している低カースト成員の大部分はかれらより上

のi干のまねをはじめるじかれ人はかれらの低カーストの

慣習を放棄する。たとえば，寡婦再婚を禁じたり，酒類
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の飲用をやめたり，結婚年齢を引き下げたり，ブラーマ

ユ仁多額の儀式謝礼を払ったり，婚干しその他の儀式の

費用を憎加したりする」（注61）。その結果耕作能率の低下

をきたしたりすることが持織されていた（注針。

以kの上うに， 「耕作者J（／）カースト構成に，州、｜の西

部，アワード，東部の問で明らかに差異が認められるc

すなわち＇ l阿部では,f:jカーストのケークル，戸ラーマン，

中カーストのジャー卜，グージャル等がi体であったが，

v寸されもれ！？’地主、！＇ I作業，ふるヤは自小fHきであ，た

と推察される。なかでもジャー卜が農業経営の中核的担

いFであ たrzl:郎、J 東部ではケルそが西部におけるクャ

ートと同じような位［況をおめていた。これに社L，アけ

ードでは中カーストのアヒール，ロダー，ムラオ，カッ

Fー， i尽力 ストの，Tーシ等が土地所有か人ほとんど？で

商的に排除され，真正な小作人層として実際の農業経営

lと斗たっており， ir'liヵーストのターケル， プラー7 ンも

小作人としてかなりの比重を占めてb、た。

3. 小作料形態

ついで，小作料の形態をみると，大別して次のような

種類があっ任。

(Ii 物納小作料

（イ） バターイー（Batai)

（ロ） )J Lクート，K祖 kut)

（日） 金納小作料

（イ） ヂプティ lχabti)

（司 'i:E'.額金納小作料情64)

物納小作料と金納小作料のャずれが一般的であったか

については， DistrictGazf'.tteersの記述から，すでに

19世紀50～60年代ころから金納小作料が支配的になって

きていたことが知んれる。も九ろんその程度は貨幣経済

の発展の度合によってディストリクトごとに異なる。た

とえば， fリーガルでは， 「小作料はほとんど常に現金

で払われており， cの慣行は長年存在している。残存し

ていた穀物納小作料（Grainrents）は1833年の査定時に

貨幣に換q,'¥cれ，その後初年Ii司に穀物納小作料の払われ

ている村の数が大幅に減少した。・・…今回の査定（1903

｛！＇－）の際には，その 1i11積は i万0078工ーカーで，ほとん

ども，，ぱら耕作の不安定な土地に限られていたJ（注65)0

J トゥラ－ c-も， r （卜｛乍料は現物ではなく，常；こ現｛1%で

JLd，れ，穀物納小作i'Iで記録されてし、る土地は全然なか

った」といわれていた（注66）。

アワードのラーイバレ－ IJ.ーでも， 「小作料はわずか

なケースを除U、て，現金で払われている。一般に，米の
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ような収匿の寸主 Ltnイ乍物を栽陪 L,雨水lこ依（［する，

村からi宝くはなれだ iて地がしばLば絞物納小作料吋思h’
'r ;/1てL、る j'1Ui7, 

しかし，ムザノ 7-,, ,1.,十 ！J,1.,のように物納小作料形態

がかなり強［c'.lに代行今し口、るところもあ sた 「村の総

数HI山内ち t＿，合納／！、作H－がー鮫r't切な t川 LJIすさが ＇.！＇.Q カ村

でネもコ他 1.，物納，jイ下料が」身主的IIHi, JγJえかに61カギ！ー

であ円、＇民余グ）村で lt＇.均約お上ぴ全納／ト f1:j'’干のrJ,fηが児

いださh之、 jI /1削｝。

この工 ：， にJlf1J1,xに.t－··亡｛士会判明、fHtが全，~：＇＿ -/il1):(i1：ご

,,_ - ci.-t; L、どころ1、ふ たがT j車；土；－ •Ill 令｛,t;: -1::: 1ーでは 3ー

でにJC)世紀伺年代以降全納yトWl'Iが物納，j、f十料に1-U，一》

て－t1:rrうになー 1て？＇でい？三ど，，、えろ ぺ一手〉・ポウゴ：

,1.,;tJCJ世紀末の状態を ii:の上弓に契約しているc

「－ILE引ト｜「 7 ーグ弓＿，，十I＇＼全体［士才一〉／～ f], 全約1JイT：料

カ；rr;( HIJマ，t" ~,. _ n,t被告書において穀物納，jイn：十の記き

れているのは‘日正 Iノ／：＇1, -）ぱt,Lドアープ‘ ヤムトー

河同法の乾燥地帯，お工序列、！の北部辺i査でふろし三の l:

うた物納／ト作Heア）残trLてL、ろJtlJM：の'N'f/Ji（号、 かJ.dJ汚く

の上ろに空三めていろ今

!11 気時的条件に E町耕作の不安定なHl!Ml

('.'! 11 Iモヵqをil:tr'f'Jで， m存に LFてがい， i円秩序再三r.r，ヴ
Lてl、icdllill・空

(::', •I 、／1：人が貧窮してし‘る JfuMUl 的）

物納 •I イ乍刊の払：hh 不正地m f，占はそのfを｛減’yLつノf

:tt二ι たとえ：j'' dー弓トでは1C):JCJ{fての有定の際には物

納小作料地it耕地総1mf責のわずか 2.6°l，であり司 iJl!ドiiの

育定時の 4＇.？＂；，に Jtして大幅に減少Lていた/l-.:1)'.. 7 T 

fトローパードでt、n,Jlr可の住宅問には2σ；，であっナニ〈ハ［二

JCJ:n午にはわ子力、 10らにt仁＇ Jてし、た＇＇ 171¥_

連合小111::休としてIt. 1925年 (7)~2品川、作地と物納小｛十

fむの国積はそhヂれ1；のどおりでふー F二・n.n,, 

会納小作l也
而積

物納・I、（乍］山
i目的

「ーグヲ－＋11

9町777、TlO

847.ci“l 

（！制止白工ーカ」、）

アワード川 l) _ I'・’HIド！

7 、 c,42,9•1:l 17 ,:120パi7:3

8ti:l,708 I ,711,269 

物納小｛乍朴の什史的な形態はハケートーてあ，／て そ

れは打穀場におL‘ごJT穀済グ〕殺物を実際に分内It・ ＇.’p Lの

－，：.ふ IJ その際性！？可メIJ!i',:,j、運絞， jr絞‘）長f慢の後！［！

はすJ ごて小作人が負担！ずる〆注71）。 i色［のi次分？j-＼に－－，・，、で

l士，村の殺人、有（定だムその他方：受ける現物給lj-ll＇.：分に

r,I_,;じて， ：，；.－ わめて海搾tr取決めがなきれてし、たり174），た

とえば Jafriは次のような ltil分があ〉たと述べてv、ろ

冶資 料’＝~一’一一一一’

，，，、75)

JむUi記分率1'1

Nisfi 

Nauana 

Tiahara Siwarn 

Pud1chlx附

Ti haraドanseri

Tihara 

殺物 1 －？ ウンド
lドの地 Uf.：分

20 seerぉ

17 .5 " 

16.5 " 

]6 
” 

14 

l:l ” 
Sarh Chan Barn 12 

t、hnnharnPanseri 11 

!! 

” 
（、ha日barn

l’nchhara 

10 

8 

!! 

” 

5 chhataks 

15 ” 
5 " 
8 t’ 

4 ’F 

(/1') l S引きr.,,16chhntnlミs;1 maun,L,,40 seers, 

1 maumL .84 pounds. 

すなわん、地1：は惚生産高の5分の lから 2分の lを

取るわけであるが，ー較的な率はト..＇ isfiつまり半分であ

〆、T亡＂

力／ノケートとし、うのは，立作物のまま粗生産高を推定

Lて，／トfr人が地1ーに十ムかごき穀物量を決定するもので

あったにi ごの推定は，地主またはその代理人，あるL、は

キ！内のf，；；較できる人 3r，か「》成るパンチャーヤトが、ノト

fr人の立会の'Lとで行なマ〉た。もし￥$｝；議がft_じた場（，に

は， i井i也の最良部分と最悪部分を，それぞれ1ビスワー

(hiswa. ‘ .20分の lピーガー）ずつ刈り取って， 1,1,1方の

ヰとよりを生産高推定の基準とした（！!'76；，，こうして定められ

／：：！］、作料を小作人は収機，打穀してから約めるのである

がヲ立作物のっし、た耕地そのものを地主の分と小作人の

分とに分割するようなこともあったltJ,77）。カンケートの

場合の地主取分率はバターイーといiじく相生産高の半分

が， 一般的であ.，fニロ

力ンヲートの場合には，現物納よりも代金約が一般的

になってきていた。貨幣額に換算する場介には，収穫時

の市場価格より rt干高L，、価格で評価され，小作人は収穫

し，打穀誠整して，処分Lたあとで，地主取分の貨幣相

、＇＇：傾を納める内であ－ ,t：＿ ，これはグル力、ソティ・カンワ

ート（Darlrnttikankuいと 11子ばれてし、F二i/L78¥

物納小wnか人j子部11,1 、Ml ／、のも；｛ヒの j~主将につL 、て，

、ーア／・オ、 r'J工ノιはふ：のように述べてし、る｝ !fadヒの

Jtifl!Cl) J,tf聖；t/J 〆ケート（検見分；lf1J ドracticじ ofa1ト

ドrai吋 ment）であ／白た》検見入が作物を険見し，＇！＝＿ ,ilf，誌が

どれだけの貫主包；であり、したがって地主の取分がこれこ

れワあると宵Fヰーすると，この1卓：匿を現物でではなく，そ

のj{i場価絡で換算された貨幣額む納める慣行があ〆，ょこJ

ヲラ
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一一？’T”＇.~~，.資 料竺て，~，，，，.，，.，

数年間換算を続けたの九に，認定ぎれた平均l収益に等L

L、定額金i!'J小作料がm¥ic:と耕作?TL:の問の可約；こょっ〈

定められる」 U¥'79)0

現物小作料は自然災特による危険を小作人と地ヨ：とが

均等に分／11するものPふるにもかかからず，，J、作人の1::1

では金納小作料への転換を望む脅が多かった。その搾1rtt 

として， Jafriは次の譜代をあげている。

l) ，］、行人法その，＇；： l号済弱いた山；こ， f也｝／う：慣行的tr

取分以上のものを取刊でも黙許せざるをえない。

(2) バター f一分密1］の場に地主肉身が来ることはな

じ派遣きれた芸名目2f土町主取分のl主力、に私純子肥やすFて

めに小作人から取りかでる。

同 カンタートの場合には，地主の影響力が強いので

1;；；見評価ii:地主に有利に定めら,1'-':Jc, 

「4) パターイーの場九地主側が小作人の刈取り，打

殺の作業の過程を監視するのが常であったのヤ，地主が

馬主替の用力、ができるさ守、小作人は収穫作J;ct j寺ってL、

なければtr（－，なかった。もし地Iがrト作入t:{ilQ減させる

つもりなんば，雨がきて作物を腐九せるまで，分1;1］を延

則すれば t－＇！ 、った(II+ との上うたことがで1r，ぐに頻繋［て

'I＿じたも c＇円考えられ；：， 19世k，~-1ミ以来小！？汐、内中に物

納小作料に関する規定があり， 「小作人は，地主の但I］か

「Jのいかた乙干渉にfかかわら寸＼奨耕のiて努に応じた

Eきに生市物を刈り取川、収穫ト；：，権利が払乙， 1nsnを

されていた。

ザブテ r というのは「分割さわにくい諸れ杓に対して

はザプテ （,1:-いわれる羽金小fl＊’（ご干（Cashr;iteめがや〉

るJ（門82）といわれているように，分割されにくく，しか

す換金の字下男fな作物T FこEえば＇rう，綿花 it草壁，薄茶

’々につν－・，tめられれ可作物に）： ＇て異なる IF/i'i.i荷積、＇＇.

たりの小作料率であった性問。その率には， I9i世紀末に

おヤて，ヒマラヤ山麓地帯での 1エーカーに行者 5ルげ

ーから，行｜；市在郊の村むの 150,,_ l:0ーとい月 tうに，き

わめて大きな隔があ4 た(/l'J1¥

ー般の令納小作料がどの上うた規準で決色全れるかに

-) いてt士、 l'll任紀末n伏態をべ一戸ン・ポ ＜＇！ T ルは次の

ように述べているの

「小作料は1ィ、まだに、政府に納入さjl－（し、Tかつての

ft定率 （,¥sse,;smenl r;ites）を札とにした1t'tfl小作料f'.

(Customary rates）にある程度務ち着く。まれにそれは

作物別小作料（Crop-rates－ーザプティのことを指すと

思われる 筆者注）であり，上り高価な作物；こはより

多く，より劣った作物にはより少なく賦課される。しは
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Lばそれらは士壊ちI]小作料ネ（Soil-rates）であり，さ，－，

にv・ －》そうしはLCf一括ノj、w料額（Lumprents）であっ

て，それらは小作人によって保有されている耕地の各

家，保有地全体または数エーカーの耕地区の利点に相It、

する 4のだとし、う i人｝的感情にしたがって｛＇，志されよて傾で

ある｜（「1'85)0

Jafri は，金納小作料をその宅め方にし売がって． 次

のように分類してL、る。

(J）保有地にあjする一括額，すなわち Chukautafaisla 

(2) 栽陪作物とは関係なく，耕地 1ピーガーにつきし、

くらと L、う率

（日） 殺f詩作物とは関係ないが，士壊に応じて異なる，

耕地 1ピーガ「ーにつきいくらという率

(,lJ 1－壌とは関係なし栽i名作物に応ヒて異なる，耕

地 lヒーガーにつきい〈ちという$

C1) ：！：壌~ (Soiトrates）と作物率（Crop-rates）との

組丹せによるもの

そLて，かれは，ノl、作料を決定するに当たって地虫は

常にト壌の種類を考慮している，と述べている（注86¥

判円、 iトにつし、亡」般的にいえば，西部でほ耕地－0-~匹に

それぞれ異なる小作料が定められていたが，東部および

アワード全岐においては小作料は保有地全体に対して定

められる一括額（Lumpsum）であった,l::1；、われる。ただ

した上告が同一地峻できわめて異なる場合には，土壊に！，ι
じて異なる小作料が定められており，土壌がかなり均質

的な Eごろでは，小作料は，］：どして村涼屑住区から耕地

までの距離にLt:l；ご異なっていた。居円てドーの近くの耕地

には常に高い小作料が課されてU、た（注87）。

この上うに，］、作件は基本（i(Jには耕地の｛守置〈距離）と

土域内除額（杷沃｝芝〉によ pて！莞定されどはいたが，＝た
一

際の小作料額カt定-:tるまでにはさらにb、〈つかの要悶が

｛乍用L吋

了 IJ一ガyレ．デ fストリケトでは「ノトit:料は保{T械の

性格，土壌の性質，耕作者の熟練度合，濯瓶施設および

JJl1¥f;:求める殻／［，とか市場へわ返さとかいったその他多

くの ι ！ 1'1'，りに応じ〈黙なってい／：~_J (/1'881わマトゥラーでは

「金納小作料は位置と土壌の性質，保有形態およびきわ

めぞわずかな程度であるが，小作人のカーストに応じて

異f,£ ;: .. J i、注89¥ r ,.7ード州のヲーイバレーソーでは「金

納小作料は土壌と耕作者のカーストに応じて異なってい

る。…＂・前回の査定以来小作料はさらに高くなったが，

そのl主要な要因の一つは大なる人口圧力であるJ(/190)0 

ファイザーパードでは「納められた小作料額の点でもカ
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ースト特典が認められる程度の点でもきわめて大きな地

域的格差が作存するに了前背はほとんぎ全面的にf止賓とi二

壌の性質によって決定される」（削！）。

位置お上ぴ恒沃度のほがに，／トfriflを決定する重要な

更因として， ImperialGazetteer of India では（1）カー

スト，（2）地主の性格，（3）人口圧力，（4）小作立法があげら

れ（注掛， Jafriもまた （l）ウースト， （2）物価， f：にと地に討

する競争、 （4,J也租負担抵（5）農業改良，（6）農業立訟をあ

trている（注94）。

4. 小作料の決定要因

とこではノト伊立法，カースト，土地を求める競争とヤ

う要因についてみることにする。

すでに戸及したように，植民蛇｛，j,fjj!Jに組み込まれたイ

〆ドがイギリミの工業製品の販元市場，工染原本！の供給

源に転化される過程で生じてきた農村の過剰人口の圧カ

による小11rl日正面の激化カヘイギリスのインド支限の体策I]

全招がすに十ア）と，イヂリス植民地政府は地二LflJIJと取引

をしながら小作保護法を成立せしめてきた。その小作保

議，＇r,法によって権利内存を異にする稀々の／トi干！在が設定

5れて，それ （，,1、作権の！冴に小作料率の格差が法的にま埋

められていた。 1945/46年の保有権別の 1エーカー当た

り平均小｛下件i土第17;1-iえのとおりであった。

この表からn)Jらかなよりに， Iii所有および占 (T,j、作人

は，法の規定どおり，一般の世襲小作人，非占有小作人

築17表保有権貯I/1エーカー汚たり小作料（1945/46:t［＇－〕

I エ一 %より小作料保 有 修ト｜
｜ （ノレピー〕

アーグラー 1
永ft保有権所持者 I 1.98 
同定地代率小作人 I 3.97 
Ill所有小作人 I 4.76 
占有小作人｜ 4.78 
世襲小作人｜ 6.09 
.JI＇占有小作人 I 5.84 

アワード i
il3所 有 小 作 人 i 5.12 
占有小作人 1 3.67 
世襲小作人 1 6.38 
非 i'i有小作人 I 7.01 

u. p~ 平瓦1 5.53 

（出所〉 Rφortザ UPZAC,Vol. 2, p. 89. 

より低，，、小作料を払，っていた。さらに注目されるのは，

占有小作人および旧所有小作人の小作料の引上げが小作

法において定められた根拠による以外は認められてし、な

かったために，農村における和対過剰人口の堆積によゥ

てもたらされた小作地獲得競争の結果たる小作料の高騰

がもっぱら一般の小作入お上び又小作人に転嫁されてい

たことである。／i有小作入の小作料の紘一定小作入の小作

料に対する比率は第18表のとおりであった。

F可子？の格差はヂィストリクトによりかなり異なるが，

全体として年とともに増大してきていたととは明らかで

ある。連合州全体の平均の統計が第19表である。 1901
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Saharar〕pu了

Muza任arna自ar
Meerut 
Bulandshahr 
/I.Ii喜｛arh

Wt~~puri 5.3 10.2 81 
Et 4.8 9.1 95 
Bareilly 5.2 9.2 85 
日．． 6.9 10.9 86 
n: ~~n 4.4 9.3 85 

~hftl~f anpur 3.8 5.9 100 
4.7 5.2 127 

Farrukhabad 5.4 8.7 107 
Etawah 6.2 10.お 91 
Fatehpur 5.1 8.4 98 

Benares 4.8 9.2 75 
Jaun12ur 5.2 7.3 92 
Ghazrpur 4.5 8.5 73 
Azamgarh 5.6 6.7 ? 

（出所〉 R. Mukherjee, Land Problems in India, London, 1938, p. 138. 
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節 19表 連合州における小作料，地利，物価（1900～1931年）

i .・,. 一h一三当ア，； I＇均小 frH I ,r 1::1地帯i

｜安定小作人｜凡小作人｜安川
(Stable Tenants) (Ordinary Tenants)! /100万ノレ

（ルビー） I （ノレピー） I ＼ピー

3.98 4.65 ! 61.98 
3.98 4.ii7 I 62.35 
3.99 4.76 I 63.47 
4.10 • 4.86 i 64.03 
3.93 4.!H I 62.24 
4.1s 4.99 I ti::.s4 

I 63.19 II 

5. I I I 
5.16 I 
5.25 I 
5.35 I 
5 .41 I 

5.59 
5.60 
5.68 
5.78 
5.83 

5.88 
5.92 
6.07 
6.19 
6.45 

648 
6.62 
6.74 
6.86 
6.96 

7.08 
7.08 
7.97 
7.98 
8.02 

と地租

年

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

別ト附 平均L~と＿ J
1906 I 4.18 I 
1907 I 4. El I 
1 '108 I 4 . 22 I 
1909 I 4.24 I 
1910 I 4.26 I 

1911 I 4.28 
1912 I 4.29 
1913 I 4.32 
1914 I 4.34 
1915 I 4.38 

4.84 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

1921 
1922 
1923 
1924 
1,)25 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1リ31

4.43 
4.46 
4.46 
4.41 
4.56 

4 (j() 

4.M 
4.70 
4.75 
4.7!cl 

4.85 
4.85 
4‘84 
4.86 
4 8出

（出所〕 R. B. Gupta, Agricultural P円cesin the United Provinces, Allahabad, 1938, pp. 30～33. 

年から1930年まむの30年間に，安定した，j、作権主字受す

る小作人層の小作料が21ポイント上昇したのに対し，小

作権の不安定な一般の小作人のそれは66ポイン卜も増大

してし、る。しカゐし，この間の物価上昇に比較すると一般

の小作人の小作料の上昇率も小さく，小作人にとって有

利であったようにみえるが，これはパトワーリーの記録

して」、る小作料のみに関する統計であ I），実際iこは，の

ちにも触れるように，ナス、ラーナ，ノ〈トワーリーによっ

て記録されない間小作料，その他の諸賦課金，現物責納

ど‘、う形で，，j、i1料は統r11に別われf二t)1-. 

たtのと恩わオ1る。たとえ（J，メ一ラト．デfス！、リク

トでは1926～39年の13年問についてU、えば，登録された

小作料額は実際i乙徴収されたこ額の？n~oにすぎなかった
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土いわれており，またラーイバレーリーでも． 「大部分

のタールクダーリーおよび単独ザミーンダーリ一地所で

は記録された小作料は低く，真正なものではなU、。それ

に加え，ぷ録されなし、 rズラーナが取り立亡られてい

る」（注94）。

もう一つ注目されることは，この聞に政府の地租要求

斜がわずか11ポイントしか上昇し口、ないことである。

これは， 1)ff節（注23）で示したように，政府取分：容の低下

によるものであり，イギリス植民地政府の小作保護立法

が地主｛乱IHこ議歩をしつつなされてきたことの現われであ

る。この結果，地主取分i土年とともに相対的にはもちろ

ん，絶対的にも増大してきたことは明らかである。政府

の推定したfト作料総額は， 1898年に 1億2110万ルピーで
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あったのが， 1930年には 1億.9400万ルピーに増した。す

なわちがj同%の増加であ－）たこれに対L取引、j也租額は

61伺万ルピーから7070万ル［子ーに，わずか13＇）｛，治加した

にすぎなか＂.） t;.ニc

このように小作料の点で有利な法的保護を受ける占有

小作人腐は，すでにみたように，アーグラー州に多く，

士地所有力ーとトに属するもの？ありながt>, J;t初の地

租査定のi/,¥¥fr¥で士地所有芦土 Lて認められなかったもの

が大半を占めていた。ゾャート，ターケル，プラーマン

等土地所有カーストに属する小作人は，一般の小作人と

しても t・・ι も多い土地を斜fl:Lてヤたが，地1てと同じ

カーストにl，叫するために，法外に高い小作料を，ii主される

ことは少なか》た。たとえばヲ Jーラトでは‘ 「ノj、作料

を徴収する地主は小ザミーンダールであって，かれらの

地位は一般に小作人たちよりさほど kではなかゆた。し

たがって、かれらは契約／ト作中l以上を搾取するほどの勢

力をも尺なか lた。のみた円子、小作入門大部分がその

ような搾取の試みに十分に反抗できる1虫すの将神をもっ

ていた」（注9o）。したがって，小作料高線，間小作料，ナ

ズラーナ等違法な搾取を受けるのは，他の中カースト，

低カ一川、県民，特に ・f・ ・r ・，＇ールであ e ＇！：と忠、われる

(lt96）。

アワード州では，タールクダーリ一地租査定の過程で

タールカーが形成される以前に存在していた，またはタ

ールカーの'i11と併合され〈からも存続していた村の土地

共同相続｜什け；（l〕成員はほとんど十べて任，.u，ト11：人の立場

におと，， ;j I./・ !/lであったh ，］、i乍料特典（RL"ntalprivi-

leges）という憤行があって，実質的に高カースト小作人層

は一般小作人膚より低い小作料を払っていた。すでにマ

トゥラ」のf11JC'引用して才山、た上うに，よ；， 7］、一スト，j、｛乍

人に小M↓ヰI. ~を与えるtnfri 土：！刊の商部では

かつfこo メーヲトの場合については次のように述べられ

ている。 「小作料特典はきわめてまれであり，かつては

一般的であり売にしても，実際上は消滅してしまったと

いってよいr …このデ fストリクトで小作料特典が存

在しないのは今ここでは束部のj：うにブ

ラ一ジプトといつた高カ一スト耕作者が恕に触れてはな

らないというカ一スト規制がなU、ことによるJ（注i』7）。

アワ←ドの弓ーイパレーリーではmt蹄己末から20世紀

初頭にiHTて「ほとんど王るところで高カーストノト作人，

プラーマン，ラージプトおよびりーヤス夕方：特典を与え

られている。一般にかれらは他の諸カーストより約4分

の1低い小作料を支払う。－－－通常地主の家族と親類で

あるラージプトがいちばん低い小作料を干ムう」（注98）。フ

ァイザーパードでも「低カースト耕作者が1エーカ一平

均 5.60ルピー（の小作料を〉納めていたのに対し，高カ

ースト，特｝こラージプトとブラーマンの小作料は 1エー

カーにつき4.23ルピーにすぎなかった。後者の特典の平

均規模は 24.46o/o，ナなわちほぽ11レピーにつき 4アン

ナの割合であったん高カースト小作人の特に強力なタ

7シールではその規模は36%にもなっていた位99)0

間じような記述は他のディストリクトについてもみら

れる。しかしこの特典も土地を求める競争が激しくなっ

てくるにつれて，しだいに減少しつつあった。 1920～30

年代のアワードの諸ディストリケトの脊定報告書にはカ

ースト特典の約減傾向に関する記述がめだってくら。そ

の中で注目に値するのは，高カーストの中でも特典消滅

の進行程度が一様でなく，農業以外の職業につく機会の

多かったプラーマンの場合にすみやかに進み，地主と同

じカーストの均一ケル小作人の場合にはおそかったとと

である。たとえば，ラーイパレーリーでは，「タークルと

ブラーマンはともに，特に前者は，小作料の点で特典を

享受しているが，特典は明らかに消滅する傾向を示して

いる〈ブラーマンはしば、しば金貸または勤務から役fこ~；11

Zた所得でもってii：高額（Full-rat田）を納めているJ(ill仰）。

ラクナウでも，タークルおよびブラ｝マンは経済的要因

によって，今まで終演して手を触れなかったf訟を扱わざ

ろをえなくなってきており，小作料特典も消滅しつつあ

った〈それでも1920年代末にはまだブラーマンの場台に

は254カ村で，タークルの場合には2n2カ村で，カーヤス

タの場合には120カ村で特典慣行が存続していた（注101）。

消滅傾向をたどりつつあるとはいえ，いまだにかなり

強く浅存していたカースト特典は，（1）高カースト小作人

はしぼしば，地主一族に属するとし寸地主との私的関係

と，（2）高カースト耕作者は，カースト規制により監に触

れることができないために，雇用労働に依存し，その結

果耕作費用が嵩むことという宗教的，社会的慣行として

是認されていたものであった。高カースト小作人の中に

は，零落し， i'Iら斤i全とって働か5るをえなくなってき

ている者もいたが，全体としてみれば，アワードでは

1930年代にはまだ， 「プラーマン，タークルおよびカー

ヤスタは依然として無頓着な耕作二-r,-であり，子訟を扱ちこ

とを担んでいたji法102）。そして，！）HI用労働に依存すとP

i¥1i力一スト小作人は通常低カースト成員に比べてより大

きい保有地をもっており」（注103），「高カースト小作人は

他の者よりもより大規模に又貸しをしていた」（注104）。こ

99 
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のようにしてみると，高カースト小作人の上溜は，手作

］也:t層とたんら異なるところがなかったといえよう子

他方，このような特権を掌受できず，また「他の生計

手段の欠如iこよ J】ヤ，たんなる生存維持のために食、聞を

11ることを余儀たくされているような」（注：川小作人肘

および又小作人膚，主としてアヒール，パーシ，クルミ，

ログ一等のカースト成員は，小作法の保護！界定の適用さ

え望めなかった。 1886年アワード地代法によって，任意

小｛乍人位 7年間の小作継続を保証された。 7年呂に，地

主は前の小作人と契約を更新するにせよ，新しい小作人

と契約を特ぶにせよ，その小作料をfi1Tの小作人の払って

1；、え額のの 25%以上引き上げてはな Lちないとは1定されて

いた。しかし，かれらは年々の小作料はその規定に合致

するようにペト門ーリーか阪に記絞させておき，それと

は別に新たに小作契約をナる際，あるいは契約を更新す

.：；：，際に， 十ズラト十（Nazrnn日）とνう形で干し0を課して，

それを払わない者は小作人として認めないという仕方で

脱法行為を広範に？？なっていた。イギリス楠民地政府の

地直行Li支の末端の役人であるパトワーワーは，政府によ

って任命されることになってはいたが， 「ザミーンダー

ル」はti'l命する行目lを認めムれており，〆トけーリーを

息いのままに動かすことができた。とれはアーグラ一件｜

でももちろん取り立てられていたが，小作権の安定して

いる占有ノト作人層の少ないアワード州においてより一般

ゲJであった（注l侃）ナズヲーナの額ば通常1～2年分の

小作料額に等しか，；た（往wno 時として，それは地侶lに

等しいこともあったし，また200～300ルピーに達すると

ともあった（注10則。

金納小作料の納入の仕方は年2聞の分割払いであっ

たわすな：hち謙作物（Rabi)c秋作物（Kharif）の収穫直

後にそれぞれ，春小作料（Rabimalguzari），秋小作料

(Kharif malguzari）としぞがiめられていたJ それに討し

地主は受領証を小作人に減すことを，小｛↑法［こよ汀て義

務づけられていたが，それをせずに，文盲の小作人を騎

手干して，契約小l¥Hのほかに種々の取立てをすることが

まれでなかった。

さらに‘手作地主層が， i)、作人たちに農繁期に数日間

の無償労働（Begar）を提供させることも広く行なわれ

ていた。

第 1次世界大戦中に，イギりス植民地政府は，戦費調

達の一手段として、地主層の聞に戦時公債を強制的に寄l
H当てたが，地 t-.::1国はその代金捻出を小｛乍料の引上げに

よって行ない，負担を小作人に転嫁した。また戦中，戦
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後の物価，特に食用穀物価格の勝賞によって収穫直後に

小作料納入のために窮迫販考を強L、ちれて，種子用穀物

までも食いつぶしたあげし生存維持のために端境期に

消費用穀物を買い，播積期に種子を買い入れなければな

らぬ小作一人J蓄は商人，高利貸， ザミーングールに借金を

したり，現物で借りたりして，よりいっそう苛酷な搾取

を受ける上うになった。

このため1920年からプラタープガルにはじまり，その

後ラーイベレーリー，ファイザーパード，スノレターンプ

ルに広まり，さらに1921年にはいってからはラクナウ，

ハルドーイー，シータープルに拡大しアワード一円をま

き込んだ小作農民の反勉主運動が生じた。ハルドーイー

．ディストリクトにおける運動の指導者の 1人として，

ノ2ーシ出身の Madariがあげられている。そのかかげた

闘標は，

(1) パトワーリ一台帳に記録された小作料以上には納

めないとど，

{2) 小作料受領証を主主主に出させること，

(3）違法な諸賦課金を納めなャこと，また強制j労働に

応じないこと，であった（注109〕。

1921午にアワード小作修正法によって，すでに述ペた

ように，一代限りの小作を認められた法定小作権が創設

されたが，ナズラーナを，新規’トn契約時および10年ご

との小作条件改訂時に取り立てる慣行はやまなかった

m.110）心反対に，農村における過剰人口の1if積とともに以

前よりヤっそう広範に行なわれるようになり， 「ナズラ

ーナの賦課は低カースト小作人だけに限られなくなり，

高カースト成民もまたかなPの額を払わなければならな

くなっている例がみられた」（技111)。

無権手！！な小｛十人層はまた種々の違法な賦課金を課され

ていた。広大なタ－，レクダーリー領地では，タールクダ

ールが地所の経営にiまとんど全く関心をもたず，経’討を

すべて差配に委ねていることが少なくなかった。そうし

た領地では，小作人は契約した小作料のほかに，差配の

子円こ稀々の名口で実納金を払わなければならなかった

（注112）。

中，］、地主のFトft'-人もそれに劣らず苛酷な搾耳元にあって

いた。すでに20世紀初頭において，小地主はその貧困の

ゆえに，大地主よりはるかに高ャ法外な小作料を取り立

ててヤることが指摘されていた。それは特にアワード州

において顕著で，登録された小作料の率では，ターIレク

グーノレの池所のFト作料率は貧しい地主たちのそれより約

20%低かったといわれる（注113）。この傾向はその後いっ
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そう強くなリてきたように思われる。 1926～28年のラク

ナウでは，「搾出地代（Rackrents一一一一慣行的小作料率ま

たは法によって定められた犠以上に取り立てること〉も

またかなり広範に行なわれてL、る。重い措：；c:ーを会った共

同相続団ilはその小作人の小作料を法外な高さに，JIき上

げて自分の状態企改善しようと試みているJ(ii '],Ji。

さらに， 1921年のアワード地代法と1926年のアーグラ

ー小作法の修正によって，イギリス植民地政府はそのイ

ンド支配の体制のよって立つ主L盤である， イ〉ド社会に

おける諸勢なのどJ衡を維持するために， 1］、11人に A代淑

りの小作権を認める一方，他方では地主に個人的耕作

(Personal cultivation）のためにクドカーシトを拡大する

ことを認め穴｝竺の結果アワードではシーノレだけで，

1921/22年の42.:l万エーカーから1926/27年には54/jエー

カーに増加し，クドカーシトはそれ以上にW/JJ:iL たとい

われる。しかし，それはいわゆる名目的クドカーシト

(Farzi Khudkasht）であって，クドカーシト地として主主

録しておきながら，実際tこl土地主は手作的経れさえ行な

わず，小i'i一件、 j巴立てのiiで法的保護を全く.，；，交できな

い又小作人ifj：：.排作させていに。これは特にアワードで

著しかった。

1930年以降錆揚してくる連合州の農骨運動の中心地が

アワード川，ながんずく 7--｛ハレーリー・テイストリ

クトのような｜｛大タールクタールの支配的なところであ

り，その活動家の中にアヒーJレ，クルミ，ノミーシまたは

チャマーノレの出身の者の名がみられるようになるのも当

然であったといえよう。

（注46) 引f：：高「イン IU. P.）判1950年，t.Jili&,r法に

ついてi，『ア Jア経済』， 1¥4 "li: 8号， PT{,f1;:J8な8月。

（注47) Report on the Administration of the 

United Prminces of Agra and Oudh, 1921-22, 

Allahabad, Fl23, pp. 68～ω 

Rψort of L'PZAC, Vol. 1, Chap. VIL 

（注48〕 くわしくは W. C. Neale, Economic 

Change in Rural India, New Haven, 1962参照。

（注49〕 Baden-Powell,op. cit., pp. 180～188. 

（注50) Ibid., P-19 l. 

（注目） Ibid-, p. 24り

（注52〕 FinalSettlement Rejうort,Meerut, p. 15. 

（注53) Final Settlement Report, Lucknow, p. 3. 

（注54) Final Settl仰 1entR，ψort, Fyzabad, p. 5. 

（注目） N.，アortof UlゴむEC,Vol, 1, p. '2:/. 

（注56) DGUP: Rae Bareli, P-60. 

Cil57) DGUP: Luckno切， p.70. 

Cr主58) DGUP: Rae Bareli, p. 62. 

（注目〕 Reρort of UPPBEC, Vol. 2, p. 184. 

〔it60) DGUP: Rae Ba問 li,p. 60. 

(ii:61〕 Reportof UPPBEC, Vol. 1, p. 42. 

（？！二62) R. Mukherjee ed., Economic Problems 

of Mode円 ZIndia, London, 1939, Vol 1, p. 124. 

〈注63) Baljit Singh, The Land of Two Rivers, 

Allahabad, 1940, chapter 11 （“ Caste as a Factor in 

Rmal Prosperity ”）ー

（注64) Imperial Gazetteer of lndzム Vol.24, 

Oxford, 1908, p. 190. 

S. N. A. Jafri, The History and Status of Land-

fυnls and Tenants in the United Provinces, India, 

1¥llahabad, 1930, p. ,144. 

0±65) DGUP: Aligarh, p. 117. 

（注66〕 DGUP:Mattra, p. 131. 

(1£67) DGUP: Rae Bareli, p. 104_ 

(d:68) DGUP: Muzaffarnagar, p. 100. 

（注69) Baden Powell, op. cit., p. 191. 

（注70) Final Settlement Report, Meerut, p. 16. 

（注71〕 FinalSettlement Report, Fyzabad, p. 8. 

（｛七72) Jafri, of>. cit-, p. 347. 

( i.173) Ibid., p. :344. 

（注74) Imperial Gazetteer of India, Vol. 24, 

p.190. 

（注75〕 Jafri,op. cit., p. 344. 

(i上76〕 Ibid.,p. 345. 

(/r77) Baden-Powell, op. cit., p. 192. 

Ci主78) Jafri, op. cit., p. 345. 

Imρerial Gazetteer of India, Vol. 24, p. 190. 

（注79) Baden-Powell, op. cit., p. 193. 

Ci主80〕 Ja

Final Settlement Rep01τ，Fyzal.アad,p. 8. 

(it81〕 U.P. Tenancy Act of 1939, Sec. 141. 

（注82) DGUP: Meer叫ん p.109. 

（注83) Baden-Powell, op. cit., p. 192. 

Imperial Gazetteer of India, Vol. 24, p. 193. 

G主84) Ibid., p. 193. 

（注85) Baden-Powell, op. cit., p. 193. 

（注86) Jafri, op. cit., p. 344. 

(/:l二87) Imperial Gazetteer of India, Vol. 24, 

p. 193. 
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（注97) Final Settlement Report, Meerut, pp. 

15～16. 
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Final Settlement Report, J¥ieetut, p. 19. 
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( ii 11 O) Final Settlement Rφort, Rae Bareli, 

p. 14 

(it 111) Final Settlement R.ej>ort, Fyzabad, p. 8. 

（注112〕 FinalSettlement Report, Rae Bareli, 

p. 14. 

〈住113) Imperial Gazetteer of India, Vol. 24, 

p. 191. 

（注114) Final Settlement Report, Luckno四，

p. 8. 

むすび

以上，きわめて大雑把であったが，カーストを軸にし

ながら， 1930年代前後の連合州における土地所有構造と

小作関係を分析したところから，社会的立場，経済的利

害の共通性という視点から，当時の連合州、｜の農村社会に

は次のような諸グループが区別されるのではなかろう

1P. 

(]) 苦手生地主層

（イ） 寄生lf-J大地主

主としてヒンドゥ高カースト（なかんずくタークル〉

正ムスリムの／］i身者に限られ，特にアワードのラクナウ

およびファイザーパード両ディヴィジョンのタールクダ

ールは強力であった。アーグラー州の大「ザミーンダー

ル」は1833～49年の第 1次定期査定に際して，定額の年

金取得者に転化され，地所内の小作関係、を律する権利を

認めムれなかった。これら大地主の中で，特に地租額

5000ルビー以上のものは，アワードでは BritishIndia 

Association，アーグラーでは AgraLandholders’Associ-

ati仰を組織して，イギリス植民地政府の政治的功言者，

支柱となっていた。

(r,) 中小寄生地主

地租額250Jレピー以下のもので，出身カーストは同じ

くヒンドゥ高カースト，すなわちタークル，フラーマ

ン，ヴァイシャ，カーヤスタおよびムスリムに限られて

いた。村外にでて勤務，：専門職業についている者がかな

り多か・：）たと忠われる。

付 i容i人工高利貸地主

かれらは抵当流れ，買取りによってi説得した土地を物

納小nにillし，取り立てた現物Fト｛午、科を商品化している

ことが多かった。

(2）高カースト農民

げ） 手作地主



1968020105.TIF

付薮 1

一一E…一一一一uo－.＝一一一一～一一一一一竺？一一一一四円？竺一一・・－－－‘ 料？叩’竺宝三

ディ；，..トり P ト
ヂィヴィション

J?ehra Dun 
Saharanpur 
Muzaffarnagar 
Meerut 
Hulandsliahr 

Meerut Division 

;¥ligarh 
1七ithurれ

Agra 
I¥Tainpuri 
Etah 

Agra Division 

Bareill、
Bijnor 
Budaun 
Moradabad 
Shahjahanpur 
Pilibhit 

Rohilkhand Division 

Farukhabad 
Etawah 
Kanour 
Fatehpur 
Allahabad 

Allahabad Divi川崎

Jhansi 
lalaun 
1-l札mirpur
Banda 

Jhansi Division 

Varanasi 
Mirzapur 
Jaunpur 
( ~l azipur 
Ballia 

Varc1nasi l Jivis,on 

Gorakhpur 
Deoria 
Basti 
Azamgarh 

Gorakhpur Division 

Naini Tal 

Lucknow 
lJrmao 
Rae Bareli 
Sitapur 
Hardoi 
Kheri 

Lucknow Division 

Faizabad 
Gonda 
Bahraich 
Sultanput 
Pratapgarl】
Bara Banki 

Faizabad I livis,on 

u. p 

rn：所） Nφοrt of UI'ZAC, Vol. 2 , : .!j. C c, t，口、る数字に I,1::づ.＼ f,l:出。

103 

一

）

一

一
ー
向
い
〉

0
9
2
7
7
4
3
6
8
6
0
9
5
5
1
8
0
0
3
4
2
2
2
2
4
1
6
2
3
9
5
5
0
9
6
5
3
0
3
0
2
2
4
1
5
0
9
7
6
6
0
4
1
1
4
9
一6
一

一，r
’’内U

抗日付時・－
a

－
－
－

e

－
－
－
－

e

・E

・
今
・
－

e

・e

・
－
－
－
－
－
－
－

e

・
・
‘
．
E

e

－
－
－
－
－
－
－
－

／

O曽

J

O
一0
4
0
0
8
1
5
0
9
7
9
2
6
5
9
9
9
3
9
8
8
8
9
8
8
2
5
2
2
2
2
0
1
0
4
3
8
2
1
6
7
2
6
0
1
4
1
3
6
4
5
1
8
5
6
4
4
一

め
く
一

2

3

3

4

1

3

1

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

1

1

1

一

（

一

一

iJM川
111111Jhill
－－
1111111lll1144$391111114111111111111illit
－－
lllliiti1ll1111llitililllili
－－
11111illit
－－
1133SIlli
－－
11111111lliiiilllli1111111lllI111s1llI111
一一

一
h
h
H
O
｝一

9
0
4
8
4
9
7
2
4
1
3
3
5
9
0
0
4
2
3
7
4
1
6
0
1
6
2
2
6
9
7
6
0
0
5
3
2
1
5
2
3
2
5
4
1
2
8
4
5
1
9
4
3
7
6
0
一
8

一

山
／
，
O

ペ
サ
山
・
－
・
・
白
・
－

E

・A

一
－
－
－

a

も

e

・
白
目
白
・
・
・
・
－
－
－
－

a

－
－
－
－
－
－
－
－
－
E

E

e

－

－

e

叫

ト
的
。
。
一
回
恒
例
路
町
抑
制
白
川
町
制
均
的
町
制
郡
部
礼
的
目
印
お
臼
別
加
初
日
目
別
創
出
脳
部
ロ
叩
時
口
間
口
目
白
山
町
円
曲
目
担
問

η
目
的
ロ
∞
加
均
九
河
均
竹
創
即
日
制
↑

B
T
W午
l
i
l
i
l
i
－－
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
l
l
－1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
l
a
－－s
t
i
l
l
i
－－
1
1
1
1
1
1ー
ー

ー

ー

ー

ー

1
1
1
1
1ー
ー

1

1

一

ト
一
仔
〉
ー
一

6
1
0
6
7
2
5
1
7
2
8
6
5
2
4
1
8
1
2
0
2
9
3
1
1
2
8
7
8
3
2
5
2
7
3
4
7
9
0
9
8
6
1
1
1
8
3
6
2
3
6
0
6
4
5
5
一3
一

P

J

%
一盟

L
7
2
ι
G
3
G
1
1
0
0
4
7
G
2
L
1
3
1
3
A仏
9
L
1
1
4
9
6
5
G
7
3
u
o
n
L
u
o
α
1
5
2
仏

乙

仏

＆

仏

3
6
4
9
仏
ふ

2
0
仏
以

6

1

一

リ
一

ω（
一

2

3

3

4

1

3

1

2

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

3

2

3

3

3

1

1

1

1

一

l
－
 

1

：
 

ト一
3
）
一
｝
：
’

l，s
o
i
l
h
F
l
’l
i
l
i
l
l
i
t
－－

l

－一

一2
（
＼
ノ
ー
ー
一

0
2
7
5
6
3
8
1
0
5
2
8
4
4
2
3
4
2
1
0
5
8
0
7
6
5
5
1
6
8
9
0
5
2
4
1
9
4
4
3
2
6
8
0
6
6
4
2
0
5
7
9
8
3
9
7
5一

ス

%

盟

3
3
仏
以

1
0
3
7
4
0
L
4
G
札
。
ル
け

1
1
ι
ο
ι
I
L
L
－

L
9
4
0
0
0
6
L
O
H
5
7
4
5
札
止

L
2
ι
ι
ι
広
之
け
ん
＆

6
1
仏

q
ι
1
仏

G

一

イ
↑
め
（
一

1

5

4

4

2

4

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

3

2

1

1

1

一

プ
削
引
河
川
割
羽
割
引
羽
割
弱
認
調
側
諸
問
問
副
頭
市
羽
羽
制
調
瑚
割
弱
梨
ぷ
一

白

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

f

ト
一

1
白
血
閉
山
凱
初
…
出
抑
閉
校

mm側
駒
山
山
叫
ん
制
的
い
叫
ん
伽
一
似
釦
川
一
刷
一
畑
山
制
的
問
初
出

m別
部
川
閉
山
一
…

w
m
m
m
m叩
服

組

郎

制

m
m
m勝
郎
防
湖
一
品
川
間
郎
一
削
組
一
町
一

－1
t

B

－

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

一

E

昨

U

S
車

一

1

3

4

1

1

5

1

4

1

1

1

4

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

5

4

一

auzfititil
－－iiLtIIllit
－－lil
－－
lili
－－IBISIlli
－－lii41111！

jlllll｝
 

仰
一
償
し
一
…
叩
一
山
制
…
叩
加
…
叩
榔
…
山
…
脳
…
山
叩
ι
山
抑
一
掛
…
鵬
…
山
一
山
山
山
…
淵

m
m川
山
…
刷
…
仙
…
凶
即
…
叩
一
側
…
制
…
加
瑚
…
訓
…
釧
…
制
…
附
…
叫
加
…
山
…
捌
…
訓
制

ω
M側
mω
叫
叩
一
川
鯛
…
山

mM叩一出…刷一
ω
一山
叫
↑
 

、岬J

ヨ1
刈

1

h

4

、、ly
》
、
ム
．
ア
，
，
，
’
’
，
，
，
，
，
’
，
，
，
幽
矛
，
，
，
，
，
，
，
，
，
‘
・

2

，
‘
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
一

！

白

白

G
1
0
4
0
υ
口

5
1
1
5
7
4
0
H
5
4
4
4
9
7
3
3ハ
H
4
8
、h
4
1
0
2
8
7
0
9
1
4
1
8
2リ
μ
2
0
1
A
8
0
8
9
8
3
0
6
7
7
4
8
6一

f

、
t

I

2

1

2

6

1

1

1

1

1

7

3

1

2

9

3

1

1

1

3

1

2

3

只

U
4
4
3
3
1
「口

4

9

2

2

5

7

1

2

1

2

4

2

1

J

2

1

2

ド

＠

用

ト

又

1

1

1

1

一A

m
J
シ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t
i
t
i
l
－－
ιlili
－－
1
1
i
l
l
i
t
－－
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
i
l
i
－－－－－－－－
1
1
1
1
1
1
l
l
l
l
iー
ー

ー

1
1
1
1
1ー
ー

l
i
i
1
1
l
i
l
i
－－
titil
－－
1
1
1
1
1
1

1

“

一

8
2
9
8
2
9
4
0
6
0
5
5
5
6
9
9
9
7
4
5
4
2
7
7
5
0
0
9
5
4
1
4
3
1
2
3
1
3
1
6
N
3
4
7
1
5
4
4
1
0
5
0
5
5
G
O
d－

ト

一

約

一

1
3
6
9
7
8
7
1
4
4
9
6
4
9
5
i
7
9
Q
3
6
5
3
7－
U
H
O
H
3
0
J
9
2
ら

3
2
6
7
4
6
i
4
5
4
8
9
8
0
6
5
5
2
9
3
1
1
…

ー
干
一

6
6
3
2
6
5
2
7
8
1
2
2
9
G
6
5
1
6
7
2
9
0
7
2
2
8
9
3
2
4
2
0
6
0
8
H
3
1
4
7
3
4
4
0
7
5
3
7
4
9
1
1
8
8
4
2吟

ン
－
y
b
F
i

，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，

U

一
ド
一

E
仕

w
m沼
山
的
別
側
四
四
回
回
目
ω
悶

白

川

倒

閣

四

日

制

白

日

抗

日

m
m
m間
一
川

m蹴
ね

山

部

湖

町

瑚

組

出

国

別

4
お

H
v
m
必
四
日
品
問
芝
山
一
山
一
M
m品
目
別
一
山

カ

P

地

u

，

守

，

一

’
A

C

O

一

川
一

11出
現
盟
諸
問
削

1

話
語
調
刻
現
州
制
問
割
弱
ー
関
税
郎
副
間
関
｛
担
割
一
観
測

4

4

1

，
，
，
，
，
，
，
，
，
、
，
，
，
，
，
、
，
，
、
，

7

．
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
、
，
，
，

R

，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，

．

ハ

引

肘

川

同

一

nMU一
治
倒
的
回

ω刊
山
山

mm
山
川
引
山
山
川
お
お
山

mMM
肺
門
川
町
制
円
引
出
制
幻
山
山
山
山
川
山
山
川
州
出
口
一
川
必
山
川
刊
山
竹
川

J

組

制

戸

J
M抑
制
必
創
刊
訂
同
日
制

m
m
m向
日
一
幻

ノ

一

ン

一

3

Z

4

1

q

J

1

1

1

6

1

1

1

1

5

1

4

2

2

3

3

1

バ

1
1
1
1
1
6
3
2
生

3

1

4

3

一A

－

「

1

1

1

1

1

t

A

$

i

ウ
d

r引引｜制調
ω
割
以
叫
州
説
副
刑
制
矧
矧
制
品
川
刈
割
問
ー
羽
川
辺
制
叫
叫
叫

i

掛
川
羽
叫
捌

p
c

一
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
一
，

一

1

内

8
7
7
5
7
5
2
3
8
2
4
1
4
9
6
2
8
0
2
4
4
2
0
1
3
7
6
2
2
8
2
7
6
1
7
5
1
l
9
9
2
3
0
0
0
1
6
3
1
8
7
1
6
4
1
8

よ
＋
，
干

t
T
2
6
6
3
6
6
3
5
1
5
5
1
3
4
8
3
3
3
7
0
2
0
9
5
7
4
1
3
7
6
2
6
6
3
3
2
2
7
8
8
3
2
5
3
6
6
2
5
8
4
5
5
0
4
2
一
6

こ

l
j
1
1
3
2
9
2
1
2
2
2
1
3
1
3
1
1
1
り

3
2
1
1
3
1
1
1
1
1
4
5
リ
】

1
3
2
2
2
5
5
5
5
1
2
2
2
3
2
2
3
2け
】

2
2
5
2

1

川

保

総

一

L

し

じ

し

ん

一

丸

ー

’

’

唱

E
A

r

パ恥
1
剥
叫
叫
叫
珂
叫
叫
叫
回
同
制
倒
叫
阿
川
瑚
制
別
問
州
側
叫
同
州
叫
吋
割
引

m吋
間
判
刻
刻
洲
町
阿
日
抑
制
叫
制
判
開
制
倒
叫
訓
叫
州
諸
組
側
1
一回

r
i
6
1
4
2
3
9
N
5
5
4
G
1
3
3
5
7
5
1
7
7
1
7
1
0
u
n
7
、h
H
2
4
K
H
3
1
2
6
1
6
1
2
4
2
3
f
i
t
i
G
7
3
G
I
；
t
o

J
J

，
d

i

v

’
’
’
’
・

p

，
，
，
s

，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
、
，
，
，
，
．
ム
，
，
．

3

，
，
，
，
，
，
，
．
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
．

p

，，

ン
一
い
づ

3
釘
礼
伺
駒
山
間
部

ι却
が
郡
山
叫
お

m別
訪
市
山
部

4
m
必
円
、
あ
幻
引
山
山
川
品
位
町
出
回
h
F

釘
吋
ぬ
れ
が
弘
初
日

η
同
部
伺

8
釦
叩

6
似

5

5

お

2
山
口
川
口
応

mm

一

－

1

i

q

d

1

ム

’

i

司

A

’i
q

L

2

A

司

i

1

広

一

QU

ト

ザ

ダ

L

ザ



1968020106.TIF

_,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,,,,,,.,,~ 哲芝

・・- ，.‘ 料＝空町一竺竺竺・－－・竺竺デ竺竺三一竺竺竺…ーデ竺竺H … 竺 竺E’，，，，”ーで…竺竺？”’一竺竺一一竺竺＿，，””竺

一
い
G
0
3
3
1
S
3
7
3
0
8
3
9
0
5
5
2
8
7
2
3
0
5
2
5
3
R
7
2
2
7
3
6
3
0
4
2
0
4
2
9
5
2

一
ρ
ぃ、
J

一

コ
一
／
4
0
ハ
リ
一
6
9
6
1
5
5
4
2
4
1
1
4
1
3
7
4
2
5
3
3
8
8
2
7
9
5
5
9
3
0
7
1
8
7
8
7
4
2
4
0
5
7

3

↑／o－
μ
い
↑
2
2
3
1
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1」
2
2
1
4
2
2
2
3
2

一Aけ川，
r
g
k

、
一

H
H
－
－
ム
ド
い
一

p
n
M

一

一

模
一
i
l－－
J
i
l－－
－

－

1
1
1
1
1
1
1
1
1
：

i
l
i－－

l
i
l
i－－

l
i
l
i－－

i
l
i
l
i－
－

l
i
l－－

l
a

一
お
3
3
0
0
4
1
0
2
1
3
5
1
3
7
2
0
6
9
3
7
3
5
1
i
3
2
0
6
3
4
1
1
2
9
0
3
4
5
8
6
8
2
5

担
凡
一
ん
い
い
、
、
ノ
一
－

は
一
／
%
側
一
回
開
田
町
同
町
田
副
部
U
M
m
u
お
布
関
節
回
u
m
n
お
お
刊
目
指
剖
剖
創
的
出
向
河
田
担
乃
出
回
目
的
卯
皿
山
掛
m
N
前
回
開
山
冗

臨叫
v

－
A
H
／
、
、
一

川

比

一

一

j

i

l

－

－

｛

！

i

1

i

t

－

－

 

1
一
ン
地
、
ソ
一

地
↑
』
一
2
6
3
2
9
2
7
1
0
1
6
5
1
m
M
1
8
4
6
9
3
8
6
7
3
7
1
2
4
4
4
1
6
2
7
0
ω
0
8
3
1
8

し

r
Mピ
一
沼
目
指
活
日
日
間
日
刊
誌
“
お
切
開
5
5
時

m
m
∞
創
刊
d
放
出
回
目
方
創
立
浦
伺
伺
∞
活
鈎
犯
7
印
U
匁
汀

m

F

一

h
J

－
，
，
，
，
，
，
‘
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
唱
，
，
，
宅
，
，

i
J
F
の
わ
い
同
一
口
町
倒
的
四
%
位
指
的
的
m
m
印
印
刷
5
M
山
却
。
ω
日
目
閉
山
印
お
山
四
円
似
品
部
創
叫
A
q
仰
問
問
山
お
臼
山
山
花
m
H
口
川
5

納
一
円
ノ
レ
一
4
4
ヨ
3
2
3
3
2
1
1
2
1
m
2
3
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
2
7
2
2
1
7
3
3
6
6
9

－U

ノ

↑

，

，

，

，

d

h

一

樹

一

額

一

2

1

1

1

B
一
引
タ
凱

一J
I
t

－

－

卜
一
訂
作
、
、
一

一
ザ
数
一
辺
ロ
四
%
m
m
羽
目
拘
8
3
即
日
倒
錯
回
日
明
2
必
回
目
山
花
錦
舶
引
品
目
M
m
m
的
M
A
3
間
的
卯
回
日
開
花
同
江
田
山
創
出
回
日
刊

一
顔
。
レ
一
8
8
9
1
7
4
3
出
回
9
8
0
6
4
M
臼
9
1
3
0
3
1
6
6
8
5
9
8
必
7
1
1
5
0
5
4
1
6
5
6
0
9

i
6
ノ

；

：

；

：

：

：

：

：

：

’

：

：

；

；

：

、

：

；

’

’

：

’

J

一
U
F
S
団
山

U
，
一
3
5
3
5
5
4
7
5
4
5
4
8
0
2
0
0
0
6
1
0
d
o
d
－
－

6
7
2
0
5
0
9
6
0
1
7
1
6
7
4
5
リ

7

1
t
h
ι
γ
9
8
4
6
9
4
5
4
2
3
0
3
5
5
7
3
4
3
1
3
2
3
4
3
2
2
3
0
1
1
1
1
3
2
6
6
9
8
1
 

、
一
地
C
ダ

～

1

3

2

2

I

l

l

－

一
入
一
ン
一

九
一
料
。
ヒ
一
回

れ
一
輔
、
づ
一
制
服
組
制
問
一
制
仰
倒
的

m
m組
問

抑

制

m
m…
m
m
m
m
m
m問
…
川
知
市
制

m
m
m…
路
側
…
筑
紫
…
…
山
側
却
問

1
－

F

，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
 

一行］ビ

ω
幻
山
川
“
お
刈
一
四
日
幻
M
m
n
閉
山
四
回
げ
件
付
m
u
佃
田
川
町
白
川
叩
川
諸
山
倒
的
制
げ
m
山
川
叫
M
H
M
引
開
立
同
凶
H
U

幻
副
部
山
m
m
m

一
ヘ
レ
1
7
8
0
2
0
5
3
6
1
3
1
6
5
4
2
1
7
7
1
3
9
0
5
0
7
9
9
9
μ
3
5
1
8
6
4
5
6
4
9
6

：
ψ

I

J

ノ

一

，

，

、

、

，

，

，

，

，

？

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

，

R

，

2
一
市
円
r
k

一

1

1

3

2

9

2

1

1

1

1

8

1

1

1

2

1

8

1

1

1

1

2

8

3

1

1

4

1

1

2

1

7

表

一

一

付
一
／
弘
9
3
6
4
4
6
2
1
9
0
5
7
4
7
4
2
6
6
9
0
5
G
7
0
8
H
4
6
2
0
2
2
7
4
4
9
心

0
4
1
1
7

ィ
1
1

一
沼
山
幻
河
辺
m
m
m
日
出
品
割
引
創
出
回
白
日
間
前
叩
山
田
川
岨
伺
回
同
印
但
ロ
%
お
幻
削
必
的
G
m
m
∞
節
目
白
白
出
納
制
的
制
紅

一
L

一
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，

一
－
ノ
汁
吋
一
4
6
5
6
5
7
7
2
3
1
9
4
0
8
8
0
6
8
2
5
4
9
7
5
1
7
7
2
6
3
0
2
7
3
4
8
5
3
0
4
3
1

一
回
日
0
9
6
7
4
5
6
5
3
3
4
4
5
8
H
3
8
4
2
3
2
4
8
3
2
3
3
3
2
1
h
九

4
3
4
7
7
1
b
O
、
わ

一

、

、

－

t

i

b

1

i

A

性

つ

ん

つ

μ

t

A

τ

t

A

1

4

句

Atiqd

一μい｜一
1

1

1

1
－

ディ ス ト リ ク ト

ティヴイシ翠ン

(1) 

Delira Dun 
Saharan pur 
Muzaffarnagar 
Mccrut 
Bulandshahr 

Meerut Division 
Aligarh 
Mathura 
Agra 
Mainpuri 
Etah 

Agra I Jivisin日

Bareilly 
Bijnor 
Budaun 
Mora,]abad 
Shahjahanpur 
Pilibhit 

Rohilkhand I li vision 

Farukhabad 
Etawah 
Kanpur 
Fatchpur 
Allahabad 

Allahabad Division 

Jhanト1
Jalaun 
Hamirpur 
Banda 

Jhan日 Divis1川 1

Varanasi 
Mirzapur 
Jau川mr
Ghazipur 
Ballia 

～＇aranasi Division 

Gぐ，rakhpur
Deoria 
Basti 

G Azarngarh 
or川、hpurIJ：、ision

Naini Tai 

Lucknow 
Unnao 
Ra巴 Bareli
Sitapur 
H山（｜ハi
Khcri 

Lucknow Division 

Faizabad 
Gonda 
Bahraich 
Sultanpur 
Pr a tap宮町h
Bar孔 Banki

Faizabad Division 

U. P. ,JI'；；十

104 

12,548 
29,651 
10,696 
10,230 
37 ,28°1 
7,21Y 

107,628 

18,66三
23,87:l 
2,183 

29,759 
11,3lli 
19,390 

105,183 

l, 121,015 
l,2,l4,594 
1,633,985 
2,107,720 
l,li:10,900 
1,214,996 
8,963,210 

1，民5β，162
l,(i46,543 
1,112,990 , 
1,476,430 
l,24:i,097 
1,948,749 
9,285,971 

8,346 
22,868 
8,044 
6,249 
28,469 
5,395 

79,371 

15,451 
20,742 
1,507 

24,256 
9,476 
I:l ,861 
85,293 

61,014 
171,:lSl 
53,027 
50,928 
247,034 
32,:n1 

615,695 

98,633 
95ぷ73
9,757 

168,283 
63,612 

121,543 
557,701 

, 2,016,78:J I 68,0fi'l,026 

4
2
2
0
4
8
7
9
8
9
7
1
6
1
 

点

U勾
4
F
b
1よ
民
り

A仏

ZQd
ワ臼

GUQutよ
9d司
Ati

氏
ザ
ヴ
g

ケ’

nhリマ’マ
a
ヴ

d
a
u
a
u氏
UQuaunsau

S.4 
13.8 
3.2 
2.4 
14.9 
2.7 
6.9 

5.3 
5.8 
0.9 
11.4 
5.1 
6.2 
6.0 

！剖8 r 



1968020107.TIF

一一？一一一’……一一…唖費

自

9
u
u
u
J
H
H
8
0
5
2
3
7
6

れ
し
い
、
、
ノ

、
ノ
ャ
／

F

0

5

4

7
り

5
4
4
9
1
2
3
7

一

二

句

／

れ

／

1
4
3
3
4
2
3
2
ソ］

1
1
2
2

4

一ω（

／
ア
lilia－
－

「

l
i
l
i－
－

61111111111111liー

に
U

一

一

円

山

一

川

刈

｝

～

4
0
2
4
1
1
8
H
り

1
1
2

1

9

（

：

・

（
一

γ川
内

9
9
U
U
日
日
比
刊
は
い
日
日

重
一

hw（
一

比

ア

也

114

一7
4
り

9
6
6
7
1
9
4
5
8

一
J

一

』

4
1

っ“
2
i
ハ
い
リ
｝
ハ
H
v
m
hリ

$
4

》
，
一
人
～

s
i
J
J
A
A
N
J
J
J
凶
A

A

：

山

川

H
i
A
Y作
dFb円

hリ
A仏

τqoの
Oハげ
3
t
a

内
品
作
’
’

i

一
，
ホ
し
一
つ
μQJHリ
qd
ゥ，
A“z
yム

YAqdnd
つ臼戸り

ル
一
ザ
の
や
制
一

5
7
3
5
J
6
4
5
3
3
J

，
一
の
ん
一

1

3

2

一
湘
併
一
一
都
一

一
何
夕
刊
一

タ
丁
1
1上
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1－

y

一
ト
町
教
一

一t
i
p
i

－
9
9
2
1
2
5
1白
J
0
3
9
2

一
レ
一
一

0
4
0
N
8
4
5
4
9
り
4
4

一
一
川
一
一
一

4
5
7
ρ
H
3
6
4
7
4
2
4
3

－一
t
L

ピ
タ
一
，
，
’
川
』
1
l
H
7

，’，，
l
H

’d

一2
A

9

0

け

8
9
8
U
7
5
4
2

一
額
ル

γ
刷一

1

2

4

3

’
一

uum一
、
一

サ
一
入
」
ザ
一

一
納
以
わ
一

H，リij2
ろ i内9
7,179 
8,056 
4,879 
1,812 

3，；‘IJ77 

5,884 
4,452 
7 18lJ 
4,711() 
7、119

29,653 

4,538 
5ヲ81i8
丹、304
:c,,S7li 

22,286 

3,650 
l凡17
5、日；l'.I
5,644 
3,122 
19,772 

7 Zふり
8,379 

13,802 
14,084 
4:3、S15

299 

3,522 
6,118 
2、2日8
3司2:i2.
討、J:Hi 
1,575 

24,808 

2,933 
2、86β

5:lβ 
5,152 
1,435 
4 79三
17、714

216,111 I 

667,899 
388、126
507,285 
626,828 
357、555
162,20:-l 

2,709、89/i

378,629 
339,095 
562,008 
334,2:,l 
527、9'!1

2,141,974 

276,310 
39:J ,840 I 
38白，i;,;o
348,:155 

1,407,165 

259,362 
129、持Ill
358、山村ヲ

350,202 
195,477 

1,293,805 

458,867 
52持，7,13
866,722 
819,477 

2,67:3 ,809 

2:3,112 

263,411 
428,515 
160,641 
257、2:-H
57S,0% 
116,986 

1,801,882 

191,61-1 
184、510
41，持。ll

324,150 
99,643 

369、781
1,211、529

18，帆216 I 

i
H
2
0
4
4
7
9
1蜘

2
4
1
3
1
R
U
3
3
7
9
9
9
1
9
3
7
1
5
4
0
6
0
6
8
5
a
8
0
7
0
5
3
7
7
H

回

白

e

・

・

・

・

・

・

e

e

－

－

－

－

M

2
8
2
0
Q
U
I
－
2
8
H
7
h
6
2
1
9
G
6
7
4
4
3
8
3
9
1
2
3
2
2
8
A
M
O
－
－

1
3
5
2
4
7
2
4
β
 

2
1
1
4
1
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
L
i
l
l
i
－
－

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
4
2
1
 
13.7 

:-l9.7 
25.6 
35.4 
28.0 
32.4 
2,l. () 
:n.o 
32.0 
25.2 

3リ7
20.4 
26.6 

38.5 
:l'l‘7 
4J .:¥ I 

1
9
0
5
2
h
O
6
1
0
1
8
2
H
4
4
7
8
2
H
6
1
1
2
出

0
0
9
り

β
0
0
9
r
J
i
3
1
9
0
i
4
1
4
1
3
4
9
2
4
9
0
0
1
1
2
8
H
1
 

日

3

1
りご
A
4
3
2
1
1
3
4
1
1
2
3
1且

1

2

1

1

2

1

1

27.4 

料－－·山一.，，，，，＿~－－

川町

l

一0
0
7
7
3
6
1
1
7
0
6
5
4
4
2
1
5
3
9
6
5
6
3
3
4
1
0
5
0
0
9
0
6
3
7
0

（
：
〔

／
%
純
一
部
9
6
4
お

n
m
u
u
U
M山
2
6
m
m
5
m
H
訪

日

加

n
u
7
幼

お

叩

お

4
9
m
4
氾
泊

1
M
お

d
A
u
v
〆
z

、一

AHゆ
一

り
は
一
寸
一
組
側
抑
制
一
制
抑
制
蜘

m
m一
制
問

m
m
m山
別
組

m
m
m
m掛
一
制
限
組
制
問
一

ω…
州
側
抑
制
制

m
m

「

J

三

h

，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，

庁
八
引
い
｝
一

m
m
M
お
れ
世
田
必
併
竹
川
竹
品
川
叩
必
川
町
出
叫
筋
向
、
叫
幻
組
問
的
日
げ

m凹

n
M
川
出
幻
印
泊
町
山
m
凶
回
目

一ザ
r
J

（
制
一

1
1
1
5
A
N
6
2
2
2
6
A
1
2
2
1
1
9
2
3
2
A
A
1
3
5
1
2
1
J

一
の
ル
一

1

1

1

1

1

1

一
欄
一
額

γ

一
叫
ダ
組
一

一叩
J
T

於

一

－nu
、

ノ

〆

一

E
b
d
川

一

G
9
1
6
2
4
7
8
0
5
6
6
0
3
0
6
6
0
5
4
8
8
6
8
4
9
0
5
0
4
1
5
6
2
1
5

一
額
上
一
一

1

1

4

8

4

1

2

1

1

U

1

1

1

1

1

1

7

1

2

2

3

1

1

1

3

1

2

一
間
以
グ
盟

一h
骨

川

一

、

…

一
入
ピ
一
ん

納
ル
ミ
一

ワ

SFboJndQ口

1

1

2

6

 

198,674 
376,278 
417,534 
168,693 

1,161,179 

13.0 
22.3 
16.8 
8.5 
15.1 

QUハ
huoOA室内汐勾
4

9ム

M
O
O
ヴ’
Aせ’
in汐マ’
au
一
d宮

1
1
3
3
1
1
4
2
1
1
2
2
3
4
一
O

1i

’i
↑

00 

340,677 
188,958 

1,096,744 
1,187,877 
428,358 
851,744 

4,094,358 

30.3 
15.3 
67 .1 
56.4 
25.9 
70.1 
45.6 

1,324,705 I 71.5 
1,134,588 I 68.9 
952,180 I 85 .6 
767,513 I 51.9 
855,003 I 68.5 
985,714 I 50.5 

6,019,703 I 64.7 

18,556，問｜幻2

I Oラ



1968020108.TIF

# I i  ＿＿＿，，……，u 資 料”：：：…一一’一一一”山，町u…－－~，.，，.，.，，.，，.，，.，，.，山一一一｛

（ロ）小作人上矯 統'li1iの一つの側面であった。

主として司プラ、－ ？ 〆，ターケ Ii.,の出身 Pあったが，

ダークルと比較するとブラーマンの小作人の御lftが大き

く，両者の聞には利害の対立するmiもあ叶た

(:J) ~':j /J －ストパイi人卜層

(4) 中カースト燦JI'.;

（イ） 自作地主およびfl作農

（吋’！、（乍人

自作地主， t'1作あるし、は自小作腐は特にドアーブのジ

ャート，グージγノレ，ターガ，東部のクルミに広範に作；

イ｜；して I，，／：.，アワー l、のアヒ－.evt若干i士山色を所有し

てu、たが，大部分は兵止な小ft：人j穏であづた。

(5) 低カースト又小作人および幾業労働者熔（なかん

Fくチ＼＇ ，＇ール）

ここで両カースト，中カースト， f氏カーストというの

は厳筏なほ分ではなく，常識的にブラーすン，伊ークル，

ヴァイ＞ ，，，カーγ・ケの4かえトを高力 ストと iげ

ぴ，チャマール， ターヌク（Dhanuk），ノ正一シミ宇いわゆ

る不可触氏と指定カ｝ストとu、われてし、るものを低カ－

t ト cL 、川りを司J －！.•←ストと J,f; Lてし、う仁のでjトイ）

すでに指摘したように，高カースト農民，中カースト

九民は；「一べて均＇Q(t'.11なもの－＝ flt；く，そ（＇ 11日jにも化ぷ

分化の／tJ(l:'iJ／，：認め「，;JL-Cおり， )Jで耕拍（／）＇.令細Hヒにfj'

円て，高カースト農民がf'Iら茸Jをとって！栄作業に従事す

るようにた Jたり， i[i,!んで経心的に上昇したi11カーヌ！、

法民が；：＇： j}Jースト）；';c)''11）生lkll'tfi1（.，模倣Lし寄生｛仁I

る現象がみられた。したがって，農村社会における諸社

長階層I/JI 七たは諸階初日iの諸~！ Jf干の解明。｝止めには， ！1t

常経営内情涜，農J(),¥ 

うが，ここではさしあたりこれまでの分析をもとにし

「，土f也改革以前の｝；f今川｜の一農村紅会におけろ対立，院

小の局iiiりとして，：iごしりんつを和f1;1JLておい

まず第 lに，イギリス植民A地政府とインド農村社会全

体との｛年わり合いであり，その経済的表現の一つが地租

cf l賦課・徴収をめ〈とら地主層との関係でふり，他は，耳0

1鋭的にはfギリス工業製品市場および原料供給源として

のインドの農業生産の増大を目的とする，小作立法，そ

の他のJ~t＇.政策で点）る 地租本、小作権料道等にっし、「

すでにみたとおり，イギリス植民地政府は，インド（こ

こでは連合州）農村・社会内部における地主・小作の対｝I.

1羽係を何J力千I］用しと， ，：；抗させながらそのtiilt地支配を

実現していたといえる。この意味Cは小flェ立法は「分自l

106 

京 2に，連（；－十IIの農村紅会!'I体の内部においては，寄

生的大地主と中カースト小作人との対立があり，これは

イギリス植民地政府による地租査定，小作立法の特殊性

iこ上り，特iこアワードにおし、て激烈であった。高力一ス

卜小w人下層，なかんずくブラーマン小作人層はこの局

1lliでは以地主的立場に立つことになろう。

お：＼ C')局面』士、 F作地主，／ト｛乍人上限を含む高カース

ト農民と低カースト農業労働者層との抗争である。中小

地主と：又ノト作人との関係もこの局面の一部とみなしえよ

つ。

己らにもう一つ付け加えるならば，寄生的大地主の中

にムスリムがかなり含まれていたことは，の%に重大な

政治的意味をもつことにh－，た。

二jl f，の対仏抗争のMi而iが，何を契機とし，どのよ

うに，絡み合いながら展開して，土地改革の実現に護っ

たかは，次のml!足当としたν。

CiU15) •；ノタル・ノソデシ i H－おけるカ』スト・

ヒエラルヒーの肉，中，低の 3区分を試みたものとし

, I<. Mui、herjee，“ Caste, Distance-and ’l'ension 

in Villages’V ＇（らる。 R.Mukherjee, ed, Intncaste 

Tensions, Univ. of Iλ1cknow, 1951所収。

（調査研令部 多国防）
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